
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

“社会を明るくする運動”

第７４回“社会を明るくする運動”市民のつどい・音楽祭

“社会を明るくする運動”に関する作品募集“社会を明るくする運動”に関する作品募集

過去の第２部「音楽祭」の様子

　同運動の普及・啓発を目的としたイベン
トです。来場者には記念品を贈呈します。
f先着５００人
i車での来場不可
k当日会場で

日 時 ７ 月１３日㈯午後 １時から
（ ０時４０分開場予定）

生涯学習センター場 所

（午後 １時～ ２時）
主催者および来賓者あいさつ、更生保護
の動画上映

第 １部「市民のつどい」

（午後 ２時～ ４時半頃）
出演予定団体神宝小学校わかば学級（和
太鼓）、第七小学校（合唱）、西中学校・
南中学校合同による合唱、大門中学校吹
奏楽部、久留米中学校吹奏楽部、東久留
米市民吹奏楽団

第 ２部「音楽祭」

　７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の
防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行
のない地域社会を築くための全国的な運動です。市では、市長が推進委員会委員長となり、地域
の皆さんや保護司会、更生保護女性会、小・中学校長会、地区青少協など関係団体の協力を得て、
さまざまな広報活動を行います。
l福祉総務課福祉政策係☎０４２・４７０・７７４９ 更生保護マスコットキャラクター

「ホゴちゃん・サラちゃん」

　同運動の啓発のため、次
の通り作品を募集します。
詳細は各学校を通じてお知
らせします。応募いただい
た方には記念品をお贈りし
ます。

　市内中学生の皆さんを対象として、この
運動の理解を深めることを目標に書道およ
び絵画作品を毎年募集しています。応募作
品は、秋の市民文化祭などで展示する予定
です。

書道・ポスター（絵画）
　市内小学生・中学生の皆さんを対象とし
て作文を募集します。テーマは、家庭生活、
学校生活等の中で体験したことをもとに、
犯罪や非行のない地域社会づくりや犯罪や
非行をした人の立ち直りについて、考えた
ことや感じたことを書いてください。

作文コンテスト

　市では、地域課題の解決や利用者のニーズ等に応じた特色ある公園づ
くりの一環として、市民協働による公園の活用・活性化などについて検
討しています。そこで、地域における公園等今後のあり方に関するセミ
ナーとワークショップを開催します。

a ７ 月２１日㈰午前 ９時半～正午頃
b市民プラザホール（市役所 １階）
f先着４０人
d富永一夫氏（〈一財〉地域活性化センターフェロー）ほか
k ７ 月 １ 日㈪～１６日㈫に専用フォームで
※�専用フォームにアクセスできない方は、環境政策課までお問い合わせ
ください。

専用フォーム

公園セミナー＆ワークショップ
l環境政策課緑と公園係☎０４２・４７０・７７５３

今号の主な内容
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・納期内納付にご協力ください……………………… ２面

・令和 ６年１０月から児童手当の制度が一部変更になります… ４面

・ご存知ですか～高齢者のみまもりに関する支援をご案内します～… ６面

・第４２回市民みんなのまつりの開催が決定しました… ７面
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※
②
・
③
は
国
保
税
の
口
座

登
録
が
な
い
方
の
み
必
要
で
す
。

　
※
お
支
払
い
い
た
だ
く
国
保

税
の
総
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◎
国
保
税
の
軽
減

　
国
保
税
は
住
民
税
の
よ
う
な

非
課
税
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

所
得
の
少
な
い
方
も
、
応
益
割

（
均
等
割
）の
国
保
税
を
負
担
す

る
こ
と
か
ら
、
軽
減
措
置
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
軽
減
等
の

詳
細
は
納
税
通
知
書
に
同
封
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
市
n
な
ど

か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
国
保

財
政
の
健
全

な
運
営
に
ご

理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し

ま
す
。

l
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
３

国
民
健
康
保
険 

高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　
７０
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
方
に
は
、
被
保
険

者
証
に
一
部
負
担
金
割
合（
２

割
も
し
く
は
３
割
）を
表
記
し

た「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
兼
高
齢
受
給
者
証
」（
以
下
、

「
高
齢
受
給
者
証
」）を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　
一
部
負
担
金
割
合
は
、
６
年

度
の
住
民
税
課
税
所
得
等
に
基

づ
い
て
判
定
し
、
８
月
に
更
新

し
ま
す（
左
図
参
照
）。
こ
の
判

定
に
よ
り
、
一
部
負
担
金
割
合

に
変
更
の
あ
る
方
に
は
、
新
し

い
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
中
旬

に
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

i
今
回
の
判
定
に
よ
り
一
部
負

担
金
割
合
が
変
わ
ら
な
い
方
は
、

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証

を
引
き
続
き
ご
利
用
く
だ
さ
い

◎
申
請
に
よ
り
一
部
負
担
金
割

合
が
３
割
か
ら
２
割
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す

　
住
民
税
課
税
所
得
及
び
旧
た

だ
し
書
き
所
得
に
よ
る
判
定
の

結
果
、
一
部
負
担
金
割
合
が
３

割
と
判
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
令
和
５
年
中
の「
収
入

額
」が
基
準
額
未
満
で
あ
る
場

合
は
２
割
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
収
入
額
に
よ
る
判
定
は
、

市
で
収
入
額
が
把
握
で
き
る
場

合
に
つ
い
て
は
職
権
で
判
定
を

行
い
ま
す
が
、
６
年
１
月
２
日

以
降
に
東
久
留
米
市
に
転
入
し

て
い
る
場
合
な
ど
で
、
市
で
収

入
額
が
把
握
で
き
な
い
場
合
は

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
申

請
に
よ
る
再
判
定
の
基
準
に
該

当
し
、
一
部
負
担
金
割
合
が
３

割
か
ら
２
割
に
な
る
可
能
性
の

あ
る
方
に
は
、
案
内
と
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。

l
保
険
年
金
課
国
保
年
金
資
格

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
２

市

民

生

活

６
年
度
国
民
健
康
保
険

税
納
税
通
知
書
の
発
送

　
６
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

（
国
保
税
）納
税
通
知
書
を
７
月

１１
日
㈭
に
発
送
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
４
月
〜
７
年
３
月
の
加
入

月
数
分
を
計
算
し
た
通
知
で
す
。

納
付
書
や
口
座
振
替（
普
通
徴

収
）、年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）

の
い
ず
れ
か
で
の
納
付
と
な
り

ま
す
。

◎
特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方

　
世
帯
内
の
国
保
被
保
険
者
全

員
が
６５
歳
〜
７４
歳
で
あ
る
な
ど
、

一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
、

国
保
税
は
特
別
徴
収
と
な
り
ま

す（
一
部
例
外
あ
り
）。
な
お
、

今
年
度
か
ら
特
別
徴
収
の
対
象

に
な
る
方
は
、
第
３
期
ま
で
普

通
徴
収
と
な
り
、
１０
月
か
ら
特

別
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

◎
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ

の
納
付
方
法
変
更

　
保
険
年
金
課
窓
口（
市
役
所

１
階
）で
は
、
納
付
方
法
を
特

別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変

更
手
続
き
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

振
替
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
▼

７
月
３１
日
㈬
ま
で
に
手
続
き
＝

１０
月
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、

１０
月
末
か
ら
口
座
振
替
▼
８
月

１
日
㈭
以
降
に
手
続
き
＝
１２
月

以
降
か
ら
中
止

　
※
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
か

ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
①
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
②
口
座

の
届
出
印
③
口
座
振
替
依
頼
書

ま
た
は
金
融
機
関
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド（
暗
証
番
号
が
必
要

で
す
）

市n

いいえ

いいえ

いいえ はい

はい

負担割合は3割 負担割合は2割

申請
する

図　高齢受給者証（70歳～74歳の国保加入者）の
一部負担金割合判定方法について

①住民税課税所得による判定
判定対象者（70歳～74歳の国保加入者）全員の住民税課税所得が145万円未満
である

②旧ただし書き所得による判定
判定対象者の旧ただし書き所得（総所得額等から基礎控除額を控除した
額）の合計額が210万円以下である

③収入額による判定（申請による再判定）
下表のいずれかに該当する

※１　75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療に移行した
者で、75歳到達日以降も継続して国保加入者と同一の世帯に
属する者。

※２　収入額が公簿などにより確認できる場合は、自動的に負担割
合は２割となるため申請不要。

はい
※２
はい
※２

合計収入額520万円未満２人以上

有り

本人収入額383万円未満無し

１人

基準収入額特定同一世帯
所属者(※1)の有無

70歳～74歳の
国保被保険者の数

本人収入額383万円未満
もしくは
特定同一世帯所属者を含む
合計収入額520万円未満

l納税課納税係☎０４２・４７０・７７３０納期内納付にご協力ください

i納付確認に日数を要すことから、すでに納付された方に対
しても行き違いで発信される場合があります。また、この催
告で、次のような内容を案内することはありませんので、ご
注意ください。
▼特定の金融機関や口座番号への振り込みをお願いすること
▼�ATM（金融機関やコンビニエンスストア等の現金自動預払
機）の操作をお願いすること
▼通帳やキャッシュカードを預けるようなお願いをすること
▼�SMS内に特定のサイトやコンテンツへ誘導するリンクを
含むこと

自動音声電話・SMSを利用した納付催告を始めます

■市税を期限までに納付しないとどうなるの？
　納期限までに納付しないと、延滞金を併せて納付する必要が生じます。また、
督促状などを送付しますが、それでも納付がない場合には勤務先へ給与状況な
どの照会をするなど財産の調査を行います。同調査の結果、財産が判明した場
合は、国税徴収法などに基づく差押えを執行し、差押えた財産は、公売、取立
により換価（換金）し、未納の税金に充当します。

　市税などの納付は、金融機関・郵便局・コンビニエンススト
ア・スマホ決済などでできます。詳細は市nをご覧ください。
　病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない事情により市税
などの納付が困難な方は、そのままにせず、納税課にご相談く
ださい。電話相談も随時受け付けています。 市n

（市税の納付）

　税負担の公平性および税収入を
確保するため、納期限を過ぎても
納付確認のできない方に対して、
自動音声による電話催告のほか、
SMS（ショートメッセージサービ
ス）による催告を実施します。詳
細は市nをご覧ください。

市n
（自動音声による

電話催告）

夜間・休日納付相談窓口
休日窓口 ７ 月２７日㈯・２８日㈰

いずれも午前 ９ 時～午後 １ 時
夜間窓口 ７ 月３０日㈫午後 ８ 時まで

場　　所 納税課（市役所 ２ 階）

　昼間お仕事などでお忙しい方のために、夜間・休日納
付相談窓口を開設し、納付相談のほか、市税などの納付
を受け付けます。納付相談は事前連絡があるとスムーズ
に進みますので、来庁日時をご連絡ください。
　※納付書の再発行もできます（一部を除く）。
i▼口座振替の手続きおよび納税
証明書の発行はできません▼保育
園保育料、保育園副食費、学童保
育所費は、納付書を持参していた
だければ領収します（納付書の再
発行はできません）

市n
（夜間・休日窓口）

滞納処分の流れ

6．7．1 2

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活



６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
決
定
通
知
書
兼
納

付（
納
入
）通
知
書
の
送
付

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

７５
歳
以
上（
障
害
認
定
を
受
け

て
い
る
方
は
６５
歳
以
上
）の
方

が
対
象
で
す
。
６
年
度
の
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
決
定
通
知

書
兼
納
付（
納
入
）通
知
書
を
、

７
月
１１
日
㈭
に
送
付
し
ま
す
。

納
付
書
や
口
座
振
替（
普
通
徴

収
）、年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）

の
い
ず
れ
か
の
納
付
と
な
り
ま

す
。

◎
年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替

へ
の
納
付
方
法
変
更

　
納
付
方
法
は
年
金
天
引
き

（
特
別
徴
収
）が
原
則
で
す
が
、

口
座
振
替
に
限
り
納
付
方
法
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
保
険
年
金
課
窓

口（
市
役
所
１
階
）で
お
手
続
き

く
だ
さ
い
。

振
替
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
▼
７

月
３１
日
㈬
ま
で
に
手
続
き
＝
１０

月
の
特
別
徴
収
を
中
止
し
、
１０

月
末
か
ら
口
座
振
替
▼
８
月
１

日
㈭
以
降
に
手
続
き
＝
１２
月
以

降
か
ら
中
止

手
続
き
に
必
要
な
も
の
①
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
②
口

座
の
届
出
印
③
口
座
番
号
が
分

か
る
も
の（
預
金
通
帳
な
ど
）

　
※
②
・
③
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
口
座
登
録
が
な
い

方
の
み
必
要
で
す
。

l
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８
４
６

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証（
保
険
証
）の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
水

色
）の
有
効
期
限
は
７
月
３１
日

㈬
で
す
。
８
月
１
日
㈭
か
ら
使

用
す
る
保
険
証（
青
竹
色
）は
、

７
月
末
日
ま
で
に
特
定
記
録
郵

便
で
送
付
し
ま
す
。
７
月
３１
日

ま
で
は
現
在
の
保
険
証（
水
色
）

を
使
用
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま

で
は
破
棄
し
な
い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
８
月
１
日
を
過
ぎ
て

も
保
険
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限
が
切
れ
た
保
険
証

（
水
色
）は
、
８
月
１
日
以
降
に

ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
紙
の
保
険
証
交
付
の
終
了

　
１２
月
２
日
㈪
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
が

一
体
化
さ
れ
、
同
日
か
ら
紙
の

保
険
証
の
交
付
は
終
了
と
な
り

ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

登
録
を
し
て
い
な
い
、
ま
た
は

有
効
な
紙
の
保
険
証
を
お
持
ち

で
な
い
方
に
は
、
資
格
情
報
を

記
載
し
た「
資
格
確
認
書
」を
交

付
予
定
で
す
。
１２
月
１
日
㈰
ま

で
に
交
付
さ
れ
た
保
険
証（
青

竹
色
）は
、
住
所
や
自
己
負
担

割
合
な
ど
に
変
更
が
な
け
れ
ば
、

保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有

効
期
限（
７
年
７
月
３１
日
）ま
で

お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

l
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
８
４
６

固
定
資
産
税（
家
屋
） 

調
査
等
に
ご
協
力
を

◎
家
屋
調
査
に
つ
い
て

　
１
月
２
日
～
７
年
１
月
１
日

に
新
築
や
増
築
し
た
家
屋
を
対

象
に
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
基
と
な
る
評
価
額
を
算

出
す
る
た
め
、
家
屋
調
査
を
行

い
ま
す
。
調
査
を
行
う
と
き
は
、

事
前
に
文
書
で
連
絡
し
ま
す
。

◎
市
内
巡
回
に
つ
い
て

　
来
年
度
の
課
税
対
象
家
屋
を

把
握
す
る
た
め
、
市
職
員
が
市

全
域
を
巡
回
し
ま
す
。
新
築
、

増
築
ま
た
は
取
り
壊
し
に
よ
っ

て
課
税
台
帳
と
の
差
異
が
あ
る

場
合
に
は
、
戸
別
に
調
査
を
行

い
ま
す
。

　
※
調
査
時
に
は
、「
固
定
資
産

評
価
補
助
員
」に
選
任
さ
れ
た

市
職
員
が
徴
税
吏
員
証
を
所
持

し
訪
問
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
所
持
し
て
い
る
家
屋
に
変
更

等
が
あ
っ
た
場
合

　
所
持
し
て
い
る
家
屋
が
次
の

①
～
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、

課
税
課
家
屋
資
産
税
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
７
７（
内
線
２

３
４
２
～
２
３
４
４
）へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
①
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
取
り
壊
し
た
場
合
②
増
築
し

た
場
合
③
未
登
記
家
屋
で
相
続

・
売
買
・
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
所
有
者
を
変
更
し
た
場
合

l
同
係６

年
度
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
の
発
送

　
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が

必
要
な
方
や
そ
の
家
族
を
社
会

全
体
で
支
え
る
た
め
の
仕
組
み

で
す
。
６５
歳
以
上
の
方
が
納
め

る
保
険
料
、
４０
歳
～
６４
歳
の
方

が
公
的
医
療
保
険
の
保
険
料
と

一
緒
に
納
め
る
保
険
料
、
公
費

（
税
金
）等
を
財
源
と
し
、
現
役

世
代
も
含
め
た
多
く
の
方
で
負

担
を
分
か
ち
合
う
こ
と
に
よ
り

成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
６５
歳
以
上
の
方
が
納
付
す
る
、

６
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書（
以
下
、「
通
知
書
」）を
、

７
月
１１
日
㈭
に
発
送
し
ま
す
。

通
知
書
が
届
き
ま
し
た
ら
、
今

年
度
の
保
険
料
の
納
付
方
法
や

保
険
料
額
等
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

◎
保
険
料
の
納
め
方

　
保
険
料
は
、年
金
天
引
き（
特

別
徴
収
）か
、
納
付
書
や
口
座

振
替（
普
通
徴
収
）に
よ
り
納
め

ま
す
。
納
付
方
法
を
個
人
で
選

択
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

通
知
書
の
表
紙
に「
今
回
の
納

付（
納
入
）方
法
」を
記
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
納
付
書
で
納
め
る
方
は
、
記

載
さ
れ
た
納
期
限
ま
で
に
、
市

役
所（
本
庁
舎
・
各
連
絡
所
）、

通
知
書
に
記
載
し
た
金
融
機
関

・
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決

済
等
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
め
忘
れ
が
心
配
な
方
は
、
口

座
振
替
の
利
用
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

◎
保
険
料
の
決
ま
り
方

　
市
全
体
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
等

に
要
す
る
費
用
が
ま
か
な
え
る

よ
う
に
算
出
さ
れ
た
基
準
額
と
、

本
人
や
世
帯
員
の
前
年
中
の
所

得
等
に
よ
り
区
分
さ
れ
る
保
険

料
段
階
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
保

険
料
率
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
通
知
書
に
同
封
す

る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
基
準
額
・
保
険
料
段

階
・
保
険
料
率
は
、
３
年
ご
と

に
改
定
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の

改
定
年
度
に
あ
た
る
６
年
度
は
、

基
準
額
を
５
９
０
０
円
と
据
え

置
く
一
方
で
、
法
令
に
よ
る
標

準
所
得
段
階
、
標
準
乗
率
を
踏

ま
え
た
保
険
料
段
階
及
び
保
険

料
率
の
改
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
低
所
得
の
方
に
対
す
る
保
険

料
の
軽
減

　
ご
本
人
、
世
帯
員
と
も
に
市

民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方（
保
険
料
段
階
が
第

１
段
階
か
ら
第
３
段
階
の
方
）

は
、
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
通
知
書
に
記
載

さ
れ
て
い
る
保
険
料
額
は
、
軽

減
適
用
後
の
額
で
す（
申
請
は

不
要
で
す
）。

　
高
齢
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ

た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続

け
る
た
め
、
保
険
料
の
納
付
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

l
介
護
福
祉
課
保
険
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
７
７（
内
線
４

９
１
０
・
４
９
１
１
）

介
護
保
険
負
担
割
合
証

の
一
斉
更
新

　
現
在
、
有
効
期
限
が
７
月
３１

日
㈬
ま
で
の「
介
護
保
険
負
担

割
合
証（
桜
色
）」を
お
持
ち
で
、

８
月
１
日
㈭
か
ら
も
引
き
続
き

交
付
対
象
と
な
る
方
に
は
、
７

月
末
ま
で
に
新
し
い「
介
護
保

険
負
担
割
合
証（
黄
色
）」を
送

付
し
ま
す
。

　
８
月
１
日
以
降
に
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
は
、「
介

護
保
険
被
保
険
者
証（
緑
色
）」

と
新
し
い「
介
護
保
険
負
担
割

合
証（
黄
色
）」を
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
な
ど
に
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
古
い
負
担
割
合
証
を
誤
っ

て
使
用
す
る
と
、
後
に
差
額
分

の
調
整
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

交
付
対
象
要
介
護（
要
支
援
）認

定
者
お
よ
び
事
業
対
象
者

j
利
用
者
負
担
割
合
は
、
毎
年

８
月
１
日
を
基
準
と
し
て
、
被

保
険
者
本
人
や
６５
歳
以
上
の
世

帯
員
の
前
年
の
収
入
・
所
得
等

か
ら
判
定
し
ま
す

l
介
護
福
祉
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
０

保
険
料
の
免
除
・ 

納
付
猶
予
の
申
請

　
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状

態
で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
測
の
事
態
が
発

生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
所
得
が
少
な
い
、
失
業
、

事
業
の
廃
止（
廃
業
）な
ど
の

理
由
で
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

申
請
を
す
る
こ
と
で
保
険
料
の

納
付
が
免
除・猶
予
と
な
る「
保

険
料
免
除
制
度
」や「
納
付
猶
予

制
度（
５０
歳
未
満
）」が
あ
り
ま

す
。
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
の

電
子
申
請
も
可
能
で
す
。

　
免
除
の
割
合
に
応
じ
て
、
一

定
の
年
金
額
が
保
証
さ
れ
ま
す
。

　
※
納
付
猶
予
の
場
合
は
年
金

の
受
給
資
格
期
間
に
は
含
ま
れ

ま
す
が
、
年
金
額
に
は
計
算
さ

れ
ま
せ
ん
。

免
除
等
申
請
が
可
能
な
期
間
申
請

時
点
の
２
年
１
カ
月
前
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
６
年
７
月
に
申
請
す

る
場
合
、
４
年
６
月
分
か
ら
７

年
６
月
分
の
免
除
等
申
請
が
で

き
ま
す
。
各
年
度
７
月
か
ら

翌
年
６
月
ま
で
と
な
り
、
複

数
年
度
を
申
請
す
る
場
合
は

年
度
ご
と
に
申
請
書
の
提
出

が
必
要
で
す

i
▼
免
除
等
申
請
が
遅
れ
る

と
、
も
し
も
の
際
に
障
害
年

金
な
ど
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
▼
前
年
所
得

（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
は
前

々
年
所
得
）に
基
づ
き
審
査

さ
れ
ま
す
▼
学
生
の
方
は
こ

の
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
、「
学
生
納
付
特
例
制

度
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

国
民
年
金

だ
よ
り

市民生活

ウォーキングコースの魅力を紹介
黒目川コース（マップ①掲載）・落合川コース（マップ②掲載）

l健康課保健サービス係☎０４２・４７７・００２２ 市
n

　わくわく歩くるめマップ（以下、「マップ」）について、
今回は昨年人気の高かった川沿いを巡る ２コースの魅
力についてご紹介します。ウォーキングの際は、周囲
に配慮しながら歩きましょう。
■ウォーキングコースの魅力
　黒目川と落合川は、市内を東西に流れ、湧水による
豊富な流量と透き通った水辺のせせらぎが特徴です。
川沿いでは、季節の木々や花々、鳥や魚を見て楽しむ
ことができます。ウォーキングやバードウォッチング、
魚釣りをしている方を見かけることもあります。
■ウォーキングキャンペーンについて
　市では、マップを活用したキャンペーンを実施中で
す。詳細は市nまたはチラシをご覧ください。

■夏のウォーキング・ワンポイントアドバイス
　ウォーキングの際は、日傘や帽子を活用し、日陰を
利用して適度な休憩とこまめな水分補給をしましょう。
汗がすぐ乾くような吸湿性と通気性に富んだ衣服が良
いでしょう。朝や夕方などの涼しい時間帯がおすすめ
ですが、涼しい時間帯でも暑さ対策を忘れずに。環境
省の暑さ指数を確認し、熱中症警戒アラート発令中は、
涼しい環境以外では運動などを中止しましょう。
■マップが入手できる場所
市役所、健康課（わくわく健康プラザ内）、各地域セン
ター、各地区センター、各図書館、スポーツセンター
など（市nからも取得可）

日々変わる川の様
子やシラサギやカ
ワセミなどの野鳥
や魚を見ることが
できた

黒目川近くの小山
台遺跡公園では古
代の人の事を知る
ことができた

歩いた方の感想歩いた方の感想
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こ
ど
も

と
教
育

青
少
年
の
非
行
・�

被
害
防
止
全
国
強
調
月
間

　
こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
、
学
校

が
夏
休
み
に
入
る
毎
年
７
月
を

「
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止

全
国
強
調
月
間
」と
定
め
、
関

係
省
庁
、
地
方
公
共
団
体
お
よ

び
関
係
団
体
な
ど
と
連
携
し
な

が
ら
総
合
的
な
非
行
・
被
害
防

止
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
６
年
度
の
最
重
点
課
題「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
お
け
る

こ
ど
も
の
性
被
害
等
の
防
止
」

に
つ
い
て
、
市
で
も
啓
発
を
強

化
し
ま
す
。

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

児
童
扶
養
手
当
を�

振
り
込
み
ま
す

　
５
月
・
６
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
７
月
１１
日
㈭

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

６
年
度
東
京
都
子
育
て�

支
援
員
研
修（
第
２
期
）�

受
講
生
募
集

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に

従
事
す
る
上
で
、
必
要
な
知
識

や
技
能
な
ど
を
有
す
る「
子
育

て
支
援
員
」の
養
成
研
修
で
す
。

募
集
コ
ー
ス
①
地
域
保
育
コ
ー

ス
②
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

③
放
課
後
児
童
コ
ー
ス
④
社
会

的
養
護
コ
ー
ス

a
９
月
か
ら
順
次
研
修
開
始

b
新
宿
、
立
川
な
ど

　
※
オ
ン
デ
マ
ン
ド（
録
画
視

聴
）ま
た
は
集
合
に
て
実
施
。

e
都
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、

今
後
、
子
育
て
支
援
員
と
し
て

就
業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

k
７
月
１
日
㈪
～
１６
日
㈫
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み（
各
申

し
込
み
先
の
n
か
ら
）ま
た
は

所
定
の
申
込
書（
市
区
町
村
窓

口
ま
た
は
n
か
ら
入
手
可
）を

郵
送（
簡
易
書
留
。
当
日
消
印

有
効
）で
申
し
込
み
を

申
し
込
み
先
▼
①
＝（
公
財
）都

福
祉
保
健
財
団
☎
０３
・
３
３
４

４
・
８
５
３
３
▼
②
＝（
一
財
）

保
健
福
祉
振
興
財
団
☎
０３
・
６

２
６
１
・
０
３
０
７
▼
③
＝
㈱

ポ
ピ
ン
ズ
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
☎
０３
・
３
４
４
７
・
５
８
２

６
▼
④
＝
㈱
東
京
リ
ー
ガ
ル
マ

イ
ン
ド
☎
０３
・
５
９
１
３
・
６

２
２
５

　
※
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
日
程
な

ど
、
研
修
の
詳
細
は
、
募
集
要

項
ま
た
は
各
申
し
込
み
先
の
n

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

l
都
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支

援
部
企
画
課
☎
０３
・
５
３
２
０

・
４
１
２
１

都福祉局n

こどもと教育

l児童青少年課助成支援係☎０４２・４７０・７７３６

　 ６ 月 ５ 日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、１０月分（１２月支給分）の
児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

児童手当の制度が一部変更になります児童手当の制度が一部変更になります
令和６年１０月から令和６年１０月から

◆申請について
　制度改正の影響を受ける方のうち、ご家庭の状況により申請が必要な方と不要な方に分かれます。
　市内に住民登録のある ０歳〜高校生年代の子の世帯主宛てに詳細な案内を ７月１０日㈬に送付します。当該通知を確認していただき、申請が必
要な場合は、 ９月３０日㈪までに児童青少年課まで申請をお願いします。
　詳細は市nをご覧ください。

　主に高校生年代以下の子を養育している以下に該当する方は申請が必要になります。
それ以外の東久留米市から児童手当・特例給付を受給中の方については、自動的に新制度へ移行するため申請は不要です。

・所得上限超過を理由に児童手当の資格がない方
・末子が高校生年代であることを理由に児童手当の資格がない方
・�現在、児童手当の資格があり、１８歳年度末〜２２歳年度末の子（平成１４年 ４ 月 ２ 日〜１８年 ４ 月 １ 日に生まれた子）を養育しており、かつ、２２歳年
度末までの子を ３人以上養育している方など

※公務員の方は所属庁にお問い合わせください。

主な新たに申請が必要な方

◆主な変更内容
①支給対象児童の年齢を高校生年代※までに延長
②所得制限、所得上限を撤廃
③第 ３子以降の手当額を月 ３万円に増額
④�多子加算の算定に含める児童の年齢を「２２歳到達後の
最初の年度末まで」に延長

⑤手当の支給回数が年 6回に変更
※�６ 年度の場合は、平成１８年 ４ 月 ２ 日〜２１年 ４ 月 １ 日に
生まれた子（高校に在学していない場合も含む）。

制度比較一覧表 令和６年９月分まで（改正前） 令和６年１０月分から（改正後）

支援対象児童 中学校修了までの国内に住所を有す
る児童を養育している市内在住者

高校生年代※までの国内に住所を有す
る児童を養育している市内在住者

所得制限 あり なし

手当額

０～３歳未満 １５，０００円 １５，０００円

第３子以降
３０，０００円

３歳～小学校
修了前 １０，０００円 第３子以降

１５，０００円 １０，０００円

中学生 １０，０００円 １０，０００円

高校生年代 なし １０，０００円

特例給付 ５，０００円 撤廃

多子加算の算定対象

１８歳年度末までの子 ２２歳年度末までの子

例）�１９歳・１６歳・１４歳・１０歳児童
を養育している場合

例）�１９歳・１６歳・１４歳・１０歳児童を
養育している場合

１９歳（多子加算算定対象外）
１６歳（第１子）
１４歳（第２子）１０，０００円
１０歳（第３子）１５，０００円
月額　２５，０００円

１９歳（第１子）
１６歳（第２子）１０，０００円
１４歳（第３子）３０，０００円
１０歳（第４子）３０，０００円
月額　７０，０００円

支給月 年３回（２月・６月・１０月） 年６回（偶数月）

市n
（児童手当）
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学
校
給
食
費
の
納
め
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
市
立
小
学
校
で
は
、
保
護
者

の
皆
さ
ん
か
ら
納
入
さ
れ
る
給

食
費
で
安
全
な
食
材
を
購
入
し
、

衛
生
的
な
調
理
を
行
い
、
児
童

へ
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
学

校
給
食
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
給
食
費
の
滞
納
が
累
積
す
る

と
、
給
食
を
提
供
す
る
た
め
に

必
要
な
食
材
の
購
入
費
用
が
足

り
な
く
な
り
、
提
供
す
る
給
食

の
質
が
低
下
す
る
な
ど
の
支
障

を
き
た
す
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

学
校
給
食
費
は
納
め
忘
れ
が
な

い
よ
う
、
納
入
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
納
入
が
困
難
な
場
合

に
は
、
在
校
す
る
小
学
校
へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

l
学
務
課
保
健
給
食
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
７
９

高
齢
者

・
福
祉

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

通
所
訓
練
利
用
者
募
集

　
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

は
、
一
般
就
労
が
困
難
な
障
害

者
に
対
す
る
創
作
的
活
動
ま
た

は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
お

よ
び
社
会
適
応
訓
練
を
行
っ
て

お
り
、
利
用
者
を
随
時
募
集
し

て
い
ま
す
。

e
市
内
在
住
で
知
的
障
害
ま
た

は
身
体
障
害
を
お
持
ち
の
１８
歳

以
上
の
方

f
若
干
名

利
用
期
間
３
年
間

k
l
同
セ
ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７

７
・
２
７
１
１（
平
日
午
前
９

時
～
午
後
５
時
）

慶
祝
事
業
の
見
直
し

　
昨
年
度
ま
で
、
そ
の
年
度
に

９０
歳
を
迎
え
ら
れ
た
方
お
よ
び

１
０
０
歳
以
上
の
方
に
記
念
品

を
お
渡
し
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

本
事
業
の
継
続
を
図
り
つ
つ
、

特
別
な
敬
老
と
長
寿
の
祝
意
を

表
す
る
た
め
に
、
今
年
度
よ
り

１
０
０
歳
を
迎
え
ら
れ
た
方
、

お
よ
び
市
内
最
高
齢
の
方
に
記

念
品
を
お
渡
し
す
る
よ
う
年
齢

要
件
を
変
更
い
た
し
ま
し
た
。

　
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

l
福
祉
総
務
課
高
齢
者
福
祉
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
９

住
環
境

７
月
１５
日
月・祝
の 

ご
み
収
集

　
７
月
１５
日
は
祝
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら
れ

た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８
時

半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル

ー
ル
は
市
n

で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策

課
☎
０４２
・
４
７
３
・
２
１
１
７

（
粗
大
ご
み
の
申
し
込
み
は
☎

０４２
・
４
７
３
・
２
１
１
８
ま
た

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
）

集
団
回
収
実
施
報
告
書

の
提
出

　
市
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
に

登
録
し
た
団
体
が
、
対
象
の
資

源
物（
新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー

ル
・
古
布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
）

を
市
の
登
録
業
者
に
引
き
渡
し

た
場
合
、
そ
の
回
収
量
に
応
じ

て
報
奨
金
を
交
付
し
、
活
動
を

支
援
し
て
い
ま
す
。
報
奨
金
の

交
付
に
は
、
集
団
回
収
実
施
報

告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

対
象
団
体
市
に
団
体
登
録
し
て

い
る
自
治
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
・
社
会
福

祉
法
人
・
Ｎ
Ｐ
О
団
体
な
ど

報
奨
金
交
付
額
回
収
実
績
量
に

応
じ
て
１
㌔
㌘
当
た
り
９
円

必
要
書
類
▼
集
団
回
収
実
施
報

告
書（
市
役
所
提
出
用
）▼
前
回

（
６
年
３
月
）の
報
奨
金
交
付
時

か
ら
団
体
の
登
録
内
容
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は「
団
体
登
録

変
更
届
」、
報
奨
金
の
支
払
い

口
座
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は「
支
払
金
口
座
振
替
変

更
届
」

提
出
方
法
１
月
～
６
月
に
実
施

分
の
集
団
回
収
実
施
報
告
書
は
、

７
月
３１
日
㈬
ま
で
に（
消
印
有

効
）、
郵
送（
〒
２０３
ー
０
０
４
２
、

八
幡
町
２
ー
１０
ー
１０
、
市
役
所

ご
み
対
策
課
宛
て
）ま
た
は
直

接
同
課
へ

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
３
・
２
１

１
７講

演
会「
南
極
・
北
極
か

ら
み
た
地
球
温
暖
化
」

　
元
南
極
・
北
極
探
検
隊
員
の

中
山
由
美
氏
の
講
演
会
で
す
。

講
演
会
で
は
、
質
疑
応
答
の
ほ

か
、
環
境
家
計
簿
づ
け
の
紹
介

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

a
８
月
４
日
㈰
午
後
１
時
半
～

４
時（
１
時
１５
分
開
場
）

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

d
中
山
由
美
氏（
朝
日
新
聞
社

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
報
道
本
部
、
元

南
極
・
北
極
探
検
隊
員
）

j
▼
主
催
＝
東
久
留
米
市
市
民

環
境
会
議
く
ら
し
部
会
▼
協
力

＝
環
境
政
策
課

l
環
境
政
策
課
計
画
調
整
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
３

夏
に
多
発
す
る
事
故
か

ら
尊
い
命
を
守
ろ
う
！

　
毎
年
、
風
水
害
は
日
本
各
地

に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
災
害
が
来
る
前
に
し

っ
か
り
と
対
応
で
き
る
よ
う
、

正
し
い
知
識
や
対
策
を
身
に
つ

け
て
、
備
え
ま
し
ょ
う
。

◎
東
京
マ
イ
タ
イ
ム
ラ
イ
ン

　
風
水
害
へ
の
備
え
や
災
害
発

生
時
に
と
る
べ
き
行
動
な
ど
、

整
理
し
た
表
を
各
家
庭
で
つ
く

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
消
防
署

や
市
役
所
で
配
布
し
て
い
ま
す

の
で
、
い
ざ
と
い
う
時
の
備
え

と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◎
プ
ー
ル
な
ど
の
水
の
事
故
に

注
意

　
暑
く
な
る
と
、
こ
ど
も
が
溺

れ
る
事
故
が
多
く
な
り
ま
す
。

入
浴
や
水
遊
び
の
時
は
、
大
人

が
目
を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

l
東
久
留
米
消
防
署
防
災
安
全

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

お
知
ら
せ

環
境
影
響
評
価
調
査
　

計
画
書
の
縦
覧
・
閲
覧

　
「（
仮
称
）グ
ロ
ー
ブ
ラ
イ
ド

み
ら
い
フ
ィ
ー
ル
ド
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」に
関
す
る
環
境
影
響
評

価
調
査
計
画
書
が
事
業
所
か
ら

提
出
さ
れ
た
た
め
、
公
示
の
上
、

縦
覧
な
ど
を
行
い
ま
す
。

縦
覧
場
所
東
久
留
米
市
役
所
環

境
政
策
課（
５
階
）、
都
環
境
局

総
務
部
環
境
政
策
課（
都
庁
第

二
本
庁
舎
１９
階
）、
都
多
摩
環

境
事
務
所
管
理
課（
立
川
合
同

庁
舎
３
階
）、
小
平
市
役
所
環

境
政
策
課（
４
階
）

閲
覧
場
所
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
中
央
図
書
館
、

滝
山
図
書
館
、
ひ
ば
り
が
丘
図

書
館

縦
覧
・
閲
覧
期
間
７
月
５
日
㈮

～
１６
日
㈫
午
前
９
時
半
～
午
後

４
時
半（
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）

　
※
各
図
書
館
に
お
け
る
閲
覧

は
、
７
月
６
日
㈯
か
ら
各
図
書

館
の
開
館
時
間
内
で
す（
休
館

日
を
除
く
）。

　
※
市
環
境
政
策
課
お
よ
び
市

政
情
報
コ
ー
ナ
ー
に
お
け
る
閲

覧
時
間
は
、
開
庁
時
間
内
で
す
。

l
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策

課
☎
０３
・
５
３
８
８
・
３
４
０

６
東
久
留
米
市
環
境
審
議

会
の
市
民
委
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

任
期
な
ど
８
月
２５
日
～
８
年
８

月
２４
日
の
２
年
間
。
審
議
会
の

開
催
を
年
間
２
～
５
回
程
度

（
平
日
昼
間
）予
定

c
本
審
議
会
は
、
市
の
環
境
の

保
全
な
ど
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
、
計
画
的
に
推
進
す
る
上

で
必
要
な
事
項
を
調
査
・
審
議

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
市
長

の
附
属
機
関
で
す
。
市
長
、
学

識
経
験
者
、
市
民
な
ど
で
構
成

さ
れ
、
そ
の「
市
民
委
員
」を
募

集
し
ま
す

応
募
資
格
満
１８
歳
以
上
の
市
民

の
方

募
集
人
数
５
人
以
内

報
酬
な
ど
の
有
無
有

応
募
書
類
書
式
自
由
。「
環
境
審

議
会
委
員
希
望
」と
明
記
し
て
、

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番

号
、
m
ア
ド
レ
ス
に
加
え
、「
応

募
の
動
機
」と「
い
ま
関
心
が
あ

る
環
境
問
題（
３
つ
）」の
２
点

を
合
わ
せ
て
８
０
０
字
程
度
で

ご
記
入
く
だ
さ
い

応
募
方
法
７
月
１６
日
㈫
ま
で
に

（
必
着
）、応
募
書
類
を
m（kan 

kyoseisaku@
city.higa 

shikurum
e.lg.jp

）、
郵
送

（
〒
２０３
ー
８
５
５
５
、
市
役
所

環
境
政
策
課
宛
て
）、
ま
た
は

直
接
同
課（
市
役
所
５
階
８
番

窓
口
）へ
持
参
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
を

　
※
選
考
結
果
は
８
月
上
旬
ま

で
に
通
知
し
ま
す
。

　
※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

５
３第

４
期
東
久
留
米
市
　

空
家
等
対
策
協
議
会
の

市
民
委
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

任
期
な
ど
８
月
２７
日
～
８
年
８

月
２６
日
の
２
年
間
。
協
議
会
な

ど
の
開
催
を
年
間
４
～
６
回
程

度（
平
日
午
後
）予
定

c
本
協
議
会
は
、
市
の
空
き
家

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ

計
画
的
に
実
施
す
る
た
め
、
空

家
等
対
策
計
画
の
作
成
・
変
更

・
実
施
に
関
す
る
こ
と
な
ど
を

協
議
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た

市
長
の
附
属
機
関
で
す
。
市
長
、

学
識
経
験
者
、
市
民
な
ど
で
構

成
さ
れ
、
そ
の「
市
民
委
員
」を

募
集
し
ま
す

応
募
資
格
満
１８
歳
以
上
の
市
民

の
方

募
集
人
数
２
人

報
酬
な
ど
の
有
無
有

応
募
書
類
書
式
自
由
。「
空
家
等

対
策
協
議
会
委
員
希
望
」と
明

記
し
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・

電
話
番
号
、
m
ア
ド
レ
ス
に
加

え
、「
応
募
動
機
」と「
身
近
に
感

じ
る
空
き
家
の
問
題
」の
２
点

を
合
わ
せ
て
８
０
０
字
程
度
で

ご
記
入
く
だ
さ
い

応
募
方
法
７
月
１６
日
㈫
ま
で
に

（
必
着
）、応
募
書
類
を
m（kan 

kyoseisaku@
city.higa 

shikurum
e.lg.jp

）、
郵
送

（
〒
２０３
ー
８
５
５
５
、
市
役
所

環
境
政
策
課
宛
て
）、
ま
た
は

直
接
同
課（
市
役
所
５
階
８
番

窓
口
）へ
持
参
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
提
出
を

　
※
選
考
結
果
は
８
月
上
旬
ま

で
に
通
知
し
ま
す
。

　
※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

５
３５

年
度
個
人
情
報
保
護
制

度
の
運
用
状
況
と
情
報
公

開
制
度
の
利
用
状
況

◎
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用

状
況

　
５
年
度
の
運
用
状
況
は
、
次

の
通
り
で
す
。
個
人
情
報
の
開

示
請
求
の
処
理
状
況
は
、
請
求

１６
件
に
対
し
開
示
決
定
６
件
、

一
部
開
示
決
定
１０
件
、
非
開
示

決
定
６
件（
う
ち
不
存
在
６
件
）

で
し
た
。
苦
情
申
出
、
訂
正
請

求
、
利
用
中
止
請
求
お
よ
び
審

査
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

◎
情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

　
５
年
度
の
利
用
状
況
は
、
次

の
通
り
で
す
。
公
文
書
の
開
示

請
求
の
処
理
状
況
は
、
請
求
５４

件
に
対
し
開
示
決
定
３２
件
、
一

部
開
示
決
定
２３
件
、
非
開
示
決

定
３
件（
う
ち
不
存
在
１
件
）、

取
り
下
げ
６
件
で
し
た
。
審
査

請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

l
総
務
課
法
務
・
文
書
担
当
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
１
４

市n

l都市計画課土地利用計画担当
☎０４２・４７０・７７８２

街区表示板の破損などの
通報のお願い

　「街区表示板」は、住居表示を
実施している区域の町の名称と
街区符号（例＝上の原二丁目３
番）を案内するために、電柱な
どに設置している表示板です。
　この「街区表示板」が取れかか
っていたり、破損して落ちてし
まったりしているものがありま
したら、都市計画課土地利用計
画担当までご連絡ください。
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職
員
募
集

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

◎
学
童
保
育
所
児
童
厚
生
指
導

員（
専
門
職
・
産
休
代
替
職
員
）

任
用
期
間
８
月
１
日
～
７
年
３

月
３１
日（
終
了
後
再
度
任
用
の

場
合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

募
集
人
数
１
人

報
酬
月
額
２１
万
７
９
７
０
円

応
募
資
格
の
有
無
有

◎
学
童
保
育
所
児
童
厚
生
員

（
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

任
用
期
間
８
月
１
日
～
７
年
３

月
３１
日（
終
了
後
再
度
任
用
の

場
合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
時
給
１
１
７
４
円

応
募
資
格
の
有
無
無

◎
共
通
事
項

募
集
説
明
会
７
月
１０
日
㈬
午
前

１１
時
か
ら（
４０
分
程
度
）、
５
０

１
会
議
室（
市
役
所
５
階
）

申
込
期
間
７
月
１２
日
㈮
ま
で

l
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少
年

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
５

官
公
署

　
な
ど

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら

の
お
知
ら
せ

◎
チ
ャ
レ
ン
ジ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

講
座

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
た
い
人
に
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
基
本
学
習
と
活
動
先

を
紹
介
す
る
講
座
で
す
。

a
７
月
１０
日
㈬
～
８
月
９
日
㈮

b
わ
く
わ
く
健
康
プ
ラ
ザ
社
協

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

e
オ
ン
ラ
イ
ン
説
明
会
に
参
加

し
た
９
歳（
小
学
校
４
年
生
）～

お
お
む
ね
２０
歳
代

f
先
着
３０
人

g
３
５
０
円（
保
険
代
）

オ
ン
ラ
イ
ン
説
明
会
７
月
１
日

㈪
～
８
月
９
日
㈮
に
、
市
社
会

福
祉
協
議
会
n
、
ま
た
は
同
セ

ン
タ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
交
流
室

で
視
聴

　
※
同
セ
ン
タ
ー
で
の
視
聴
は
、

７
月
１０
日
㈬
か
ら
予
約
を
受
け

付
け
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
８
月
１
日

㈭
～
３１
日
㈯
の
う
ち
希
望
す
る

日
程
で
、
市
内
の
福
祉
施
設
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど（
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
受
け
入
れ
先
の
年

齢
条
件
あ
り
）

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
通
信
を
ご
存

知
で
す
か

　
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
通
信
」は
、

市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
地

域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
・
イ

ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を
掲
載
し
た

広
報
誌
で
す
。

発
行
日
原
則
５
月
・
７
月
・
１１

月
・
１
月
・
３
月
の
１０
日
に
発

行
し
て
い
ま
す
。

配
布
場
所
な
ど
市
内
公
共
施
設

や
福
祉
施
設
、
金
融
機
関
、
ス

ー
パ
ー
な
ど
で
配
布
し
て
い
る

他
、
同
協
議
会
n
で
も
閲
覧
可

能
で
す
。
ま
た
、
音
訳
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
ご
協
力
に
よ
り
、
Ｄ

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
版
も
発
行
し
、
ご
希

望
の
方
に
郵
送
で
貸
し
出
し
て

い
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
同

協
議
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

k
l
同
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー（
平
日
午
前
９
時
～

正
午
、
午
後
１
時
～
４
時
）☎

０４２
・
４
７
５
・
０
７
３
９
へ

同協議会n

健
康
づ
く
り
調
理
師
　

研
修
会
の
お
知
ら
せ

a
▼
第
１
回
＝
７
月
２４
日
㈬
▼

第
２
回
＝
７
月
３０
日
㈫
、
い
ず

れ
も
午
後
２
時
～
４
時

b
多
摩
小
平
保
健
所

c
塩
の
は
た
ら
き
と
カ
ン
タ
ン

減
塩
調
理

d
大
富
あ
き
子
氏（
東
京
家
政

学
院
大
学
人
間
栄
養
学
部
人
間

栄
養
学
科
准
教
授
）

e
飲
食
店
な
ど
で
調
理
業
務
に

携
わ
っ
て
い
る
方

f
各
回
先
着
２０
人

g
受
講
料
５
０
０
円（
当
日
集

金
）

k
各
回
一
週
間
前
ま
で
に
、
同

保
健
所
n
で

l
多
摩
小
平
保
健
所
生
活
環
境

安
全
課
保
健
栄
養
担
当
☎
０４２
・

４
５
０
・
３
１
１
１

同保健所n

前
田
病
院
市
民
・
院
内

フ
ォ
ー
ラ
ム

a
７
月
２７
日
㈯
午
後
３
時
か
ら

b
前
田
病
院
１
階
待
合
室（
中

央
町
５

−

１３

−

３４
）

c「
～
い
つ
ま
で
も
美
し
く
～

エ
ク
オ
ー
ル
に
よ
る
健
康
と
美

容　

整
形
外
科
疾
患
で
の
期

待
」

d
前
田
浩
行
氏（
同
病
院
院
長
）

g
無
料

i
会
場
の
収
容
人
数
に
限
り
あ

りk
事
前
に
来
院
の
上
、
申
し
込

み
を

l
同
病
院
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
３
３柳

泉
園
組
合 

水
銀
濃
度
測
定
結
果

　
廃
棄
物
焼
却
施
設
の
排
ガ
ス

中
に
お
け
る
水
銀
濃
度
の
規
制

値
は
、
改
正
大
気
汚
染
防
止
法

で
０
・
０５
㍉
㌘
／
ノ
ル
マ
ル
リ

ュ
ー
ベ
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
月
～
４
月
の
測
定
結
果（
各

月
の
１
時
間
平
均
値
の
最
高

値
）は
、
１
～
３
号
炉
い
ず
れ

も
０
・
００
㍉
㌘
／
ノ
ル
マ
ル
リ

ュ
ー
ベ
で
し
た
。

l
柳
泉
園
組
合
技
術
課
☎
０４２
・

４
７
０
・
１
５
４
７

高齢者のみまもりに関する事業一覧
事業名 対象者 内容 担当

みまもりネットワーク事業
おおむね６５歳以上のひとり暮らしまたは高齢
者のみの世帯で、介護保険など定期的な公的サ
ービス未利用の方

みまもり協力員が高齢者に声掛けや遠いみま
もり（郵便物の確認など）を行います。地域包
括支援センターで相談の上、個別に計画しま
す。

東部地域包括支援センター
☎０４２・４７３・９９９６
または同本部☎０４２・４２８・７７８８

中部地域包括支援センター
☎０４２・４７０・８１８６
または同本部☎０４２・４５１・５１２１

西部地域包括支援センター
☎０４２・４７２・０６６１

介護福祉課地域ケア係
☎０４２・４７０・７７７７（内線２５０２）

配食サービス事業
おおむね６５歳以上のひとり暮らしまたは高齢
者のみの世帯で、日常生活（食の確保）に支障が
あり、定期的な安否確認を要する方

バランスのとれた食事で健康保持を図り、定
期的な触れ合いで安否確認をします。最大週
４食まで可能。申請に基づき決定します。１
食５００円。

あんしん生活調査
「７５歳以上のひとり暮らし」または「高齢者のみ
の世帯（７５歳以上の方がおり、ほか全員が６５
歳以上の方である世帯）」

毎年、地域包括支援センター職員が担当地域
を決めて直接訪問し、高齢者の生活を支える
基礎情報をお伺いします。調査内容は、市お
よび地域包括支援センターにて保管します。

救急通報システム事業
６５歳以上のひとり暮らしまたは病弱な高齢者
のみの世帯で、心臓疾患などで常時注意を要す
る方など

直接消防署へ連絡できる機器を貸与します。
NTTの電話回線と協力員が２人必要（おおむね
５００m以内に居住している方）。所得により負
担額が異なります。 福祉総務課高齢者福祉係

☎０４２・４７０・７７７７
（内線２５０８）友愛活動

（東久留米市シニアクラブ連合
会）

シニアクラブ連合会に加入している老人クラブ
の活動区域で、ひとり暮らしをしている高齢者
の方や高齢者世帯など

見守りなどが必要な方に対して、シニアクラ
ブ連合会の会員が、電話や声掛けで安否確認
を行い、家庭訪問をして話し相手になること
で孤立感を解消します。

ミニデイホーム・子育てサロン
活動

主に日中に孤立しがちなひとり暮らし高齢者、
障害者、乳幼児を抱える親など

趣味・健康・交流活動等を通して顔の見える
関係をつくります。月１～２回。

市社会福祉協議会
☎０４２・４７５・０７３９

あんしん居住制度 都内（島しょは除く）にお住まい、あるいはこれ
からお住まいになる高齢者など

「生活リズムセンサー」「緊急通報装置」「携帯用
ペンダント」により、２４時間安否確認と緊急対
応を行います。

東京都防災・建築まちづくりセンター
☎０３・５９８９・１７８４

ご存じですか～高齢者のみまもりに関する支援をご案内します～

　市では、高齢者のみまもりに関する事業を多数実施しており、さまざまな視点から高齢者のみまもりに
取り組んでいます。日常生活の中で、「いつもと違う」「何かおかしい」と感じたら、担当の地域包括支援セ
ンターへご相談ください。
　各事業は下表の通り、対象となる方の要件などがありますので、詳細は担当までお問い合わせください。
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

官公署など職員募集



６
年
度
自
衛
官
等
の 

各
種
試
験
案
内

◎
一
般
曹
候
補
生（
現
場
で
働

く
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
り
た

い
方
）

　
▼
応
募
資
格
＝
１８
歳
～
３３
歳

未
満
の
方
▼
受
付
期
間
＝
７
月

１
日
㈪
～
９
月
３
日
㈫
▼
試
験

日（
一
次
試
験
）＝
９
月
１４
日
㈯

～
２２
日

の
い
ず
れ
か
１
日

◎
自
衛
官
候
補
生（
現
場
で
働

く
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
な
り
た

い
方
）

　
▼
応
募
資
格
＝
１８
歳
～
３３
歳

未
満
の
方
▼
受
付
期
間
＝
年
間

を
通
じ
て
実
施
▼
試
験
日
＝
受

付
時
に
お
知
ら
せ

◎
航
空
学
生（
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

コ
ー
ス
）

　
▼
応
募
資
格
＝
海
上
自
衛
隊

が
１８
歳
～
２３
歳
未
満
の
高
卒
者

（
見
込
含
む
）、
航
空
自
衛
隊
が

１８
歳
～
２４
歳
未
満
の
高
卒
者

（
見
込
含
む
）▼
受
付
期
間
＝
７

月
１
日
㈪
～
９
月
５
日
㈭
▼
試

験
日（
一
次
試
験
）＝
９
月
１６
日

◎
防
衛
大
学
校（
幹
部
自
衛
官

に
な
る
コ
ー
ス
）

　
▼
応
募
資
格
＝
１８
歳
～
２１
歳

未
満
の
方
▼
受
付
期
間
＝
７
月

１
日
㈪
～
１０
月
１７
日
㈭　
※
そ

の
他
条
件
有
り
。▼
試
験
日（
一

般
、
一
次
試
験
）＝
１１
月
２
日

㈯
。
推
薦
、
総
合
選
抜
に
つ
い

て
は
受
け
付
け
時
に
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

◎
防
衛
医
科
大
学（
医
師
、
看

護
師
の
コ
ー
ス
）

　
▼
応
募
資
格
＝
１８
歳
～
２１
歳

未
満
で
高
卒
者（
見
込
含
む
）▼

受
付
期
間
＝
医
師
コ
ー
ス
が
７

月
１
日
㈪
～
１０
月
９
日
㈬
、
看

護
師
コ
ー
ス
が
７
月
１
日
㈪
～

１０
月
２
日
㈬
▼
試
験
日（
一
次

試
験
）＝
医
師
コ
ー
ス
が
１０
月

１９
日
㈯
、
看
護
師
コ
ー
ス
が
１０

月
１２
日
㈯

　
※
二
次
試
験
以
降
の
日
時
に

つ
い
て
は
、
受
け
付
け
時
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

k
l
詳
細
や
応
募
資
格
、
受
付

期
間
、
資
料
請
求
な
ど
に
つ
い

て
は
、
電
話
で
自
衛
隊
東
京
地

方
協
力
本
部
国
分
寺
募
集
案
内

所
担
当
・
甲か

い斐
☎
０４２
・
３
２
４

・
１
０
１
０
ま
た
は
m（to

ky�
o.pco.kokubunji@

rct.
gsdf.m

od.go.jp

）で

に
せ
都
税
メ
ー
ル
・
電
話

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　
都
税
事
務
所
の
職
員
を
装
っ

て
、
個
人
情
報
を
不
正
に
取
得

し
た
り
、
金
銭
を
だ
ま
し
取
ろ

う
と
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　
手
口
は
、
都
税
事
務
所
を
装

っ
て
メ
ー
ル
や
電
話
で
連
絡
し
、

家
族
構
成
や
職
業
を
聞
い
た
り
、

税
金
や
医
療
費
な
ど
が
還
付
さ

れ
る
か
の
よ
う
に
偽
り
、
お
金

を
振
り
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

◎
メ
ー
ル
に
よ
る
手
口

事
例「
あ
な
た
は
納
期
限
を
経

過
し
た
未
納
の
税
金
が
あ
り
ま

す
。
速
や
か
に
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。」な
ど
と
記
載
し
た
メ
ー

ル
が
送
付
さ
れ
、
プ
リ
ペ
イ
ド

カ
ー
ド
の
購
入
な
ど
の
方
法
に

よ
り
納
付
す
る
よ
う
求
め
て
く

る◎
電
話
に
よ
る
手
口

　
「
○
○
都
税
事
務
所
の
○
○

で
す
」な
ど
と
職
員
を
装
っ
て

電
話
を
か
け
、
個
人
情
報
を
聞

き
だ
そ
う
と
し
ま
す
。

事
例
１「
税
務
調
査
を
行
っ
て

い
る
の
で
、
納
税
者
の
情
報
に

つ
い
て
確
認
し
た
い
」と
質
問

し
、
家
族
の
構
成
、
名
前
、
職

業
な
ど
の
個
人
情
報
を
聞
こ
う

と
す
る

事
例
２「
税
金
が
還
付
さ
れ
ま

す
」、「
払
い
す
ぎ
た
医
療
費
を

お
返
し
し
ま
す
」と
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
誘
い
出
さ
れ
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー

ナ
ー
か
ら
指
定
の
電
話
番
号
に

電
話
す
る
と
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

を
言
葉
巧
み
に
指
示
さ
れ
、
お

金
を
振
り
込
ま
せ
る

◎
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
不
審
に
感
じ
た
場
合
は
即
答

せ
ず
に
、
主
税
局
総
務
部
総
務

課
相
談
広
報
班
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
万
が
一
被
害

に
あ
わ
れ
た
場
合
は
、
す
ぐ
に

警
察
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

l
主
税
局
総
務
部
総
務
課
相
談

広
報
班
☎
０３
・
５
３
８
８
・
２

９
２
５

会 員 募 集
◆カラオケ（ひまわりクラブ）＝a月 ２回。水曜日午前
１０時～正午b東部地域センターg入会金１,０００円、会
費月２,０００円jプロの作曲家先生が歌の基礎から親切
丁寧に指導。初心者歓迎。見学可l荒川☎０４２・４７７・
４３１８
◆東久留米歌友会＝a月 ２回。第 １・第 ３水曜日午後
１ 時～ ５ 時b西部地域センターg会費月２,０００円j大
いに歌って笑って、更に健康！人生これから！お待ち
してますl篠崎☎０９０・１０４２・５７４４
◆謡曲・観世流東久留米修声会＝a毎月第 １・第 ３金
曜日午前１０時～１１時b滝山団地第二集会所g会費月
５,０００円他jプロの能楽師の指導のもとでグループご
とに分担して皆で謡いますl中村☎０４２・４７４・９０７９

◆アライグマの会＝a月 １回。午前 ９時半～午後 ２時
b生涯学習センターg会費月１,０００円jあなたも男の
料理作りに参加しませんか。年齢６５歳以上l鎗田☎
０４２・４７３・１３０２
◆歌謡サークル（若葉会）＝a月 ２回。水曜日午後 ３時
５０分～ ５ 時５０分b生涯学習センターg入会金１,０００円、
会費月３,０００円jプロの作詩家による明るく楽しい指
導l佐藤☎０９０・４３９７・７１９７
◆発達障害当事者会一刻の会＝a月 ２回。午後 １時～
３時bオナガハウスg入会金１,０００円、会費 １回２００円
j発達障害の当事者・家族の会です。当事者会と家族
会を開催していますl鈴木☎０７０・１４６７・００６３
◆フォークダンス（バラの会）＝a月 ２回。第 ２・第 ４
土曜日午後 １ 時～ ３ 時bスペース１０５（市役所向かい）
他g会費月１,５００円j健康で明るく楽しい生活を送り
たい方、是非ご参加くださいl阿久津☎０４２・４７６・
１１０６

◆英語を聴く練習会＝a月 ３回。土曜日または日曜日
午前１０時～１１時４５分b東部地域センターg入会金
１,０００円、会費月２,０００円jYouTubeで英語を繰り返
し聴く練習。中級。 ９月開始l忍田☎０４２・４７３・２０９５

催 し
◆ミュージカル　あまんじゃくの桜貝（東久留米こど
もミュージカル）＝a ８ 月 ４ 日㈰午後 ０ 時半からと午
後 ４時半からbタクトホームこもれびGRAFAREホー
ル（保谷こもれびホール）g入場料＝前売り／S席
２,５００円、A席２,０００円。当日／２,３００円j▼全席指定
▼上演時間約 １ 時間３５分（休憩含む）l柘植☎０９０・
１５３０・６４８５
◆第３１回わくわく川掃除＆川あそび（わくわく川掃除
＆川あそび実行委員会）＝a ７ 月２１日㈰午前１０時～午
後 ４時b黒目川沿い「れんげ公園」（小山 ２丁目付近）g
無料j午前黒目川の川掃除、午後魚とりやタイヤボー
ト乗り等の川あそびl豊福☎０４２・４７５・７６４３

市 民 伝 言 板

「 ７月 １日～ ８月３１日は
寄附禁止強化期間」

　政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈るこ
とは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。こ
れに違反すると罰則の対象となります。
　政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄
附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らな
い」の「三ない運動」を皆さんで徹底し、明るい選挙を実現し
ましょう。
　※�ここで言う「政治家」とは、現に公職にある人に加え、候
補者や候補者になろうとしている人も含みます。

l選挙管理委員会事務局☎０４２・４７０・７７９０

総務省n
（寄付の禁止）

飲酒運転させない
TOKYOキャンペーン
　 ７月 １日～ ７日は「飲酒運転させないTOKYOキャンペーン」期間
です。同キャンペーンは、飲酒運転をさせない社会環境の醸成を目
指し、都と警視庁が関係機関・団体と連携して実施するものです。
　飲酒運転は重大事故に直結し、当事者だけでなく周囲の人にも悲
劇を招きます。ドライバーは、飲酒運転は悪質な犯罪であるという
認識を持つことが大切です。
　また、車を運転することを知りながら、その人に飲酒を勧めるこ
と、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。「飲んだら乗るな。乗
るなら飲むな」を忘れず、お互いに注意し合い、飲酒運転を撲滅し
ましょう。
　都都民安全推進部nでは、キャンペーンの詳細や飲食店用・駐車
場管理者用の「飲酒運転をさせないためのマニュアル」が掲載されて
います。また、警視庁nでは飲酒運転の罰則などを、事例を交えて
分かりやすく掲載していますので、ぜひご覧ください。
l�田無警察署☎０４２・４６７・０１１０または
市管理課管理調整担当☎０４２・４７０・
７７６４

都都民安全
推進部n

警視庁n

第４２回市民みんなのまつりの
　　　　　　開催が決定しました

　令和 ６年度市民みんなのまつり（商工祭・農業祭）の日程が決まりました
のでお知らせします。内容については決まり次第、市nや広報紙などでお
知らせします。また、広報 ８月 １日号で吹奏楽・合唱・創作ダンスなどの
パフォーマンスを、市役所ステージ
または東久留米駅西口路上ステージ
で行う参加者を募集予定です。
a１１月 ９ 日㈯・１０日㈰
b東久留米駅西口から市庁舎までの
「まろにえ富士見通り」、市民プラザ、
市民ひろばなど
l産業政策課振興企画係☎０４２・４７０
・７７４３ 昨年の市民みんなのまつりの様子
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民事調停の利用相談会 
話し合いDE解決！

　「調停」とは、裁判所の調停委員が
間に入って話し合いにより紛争解決
を図る簡単で便利な方法です。土地
建物、近隣関係、借地借家、金銭問
題、交通事故などの「民事上のもめ
ごと」について、裁判所の調停委員

（弁護士も含む）が調停制度の手続き、
利用方法に関して相談に応じます。
a ７ 月１８日㈭午後 １ 時半～ ４ 時半

（ ４ 時受付終了）b市民プラザ会議室
（市役所 １ 階）g無料k直接会場へl
武蔵野民事調停協会事務局（奥・片
山・佐藤法律事務所）☎０３・６５５０・
８１２５（月曜～金曜日の午前１０時～午
後 ５ 時）

夏休みこどもの護身法～小学生か
らできる大事な心と体の守り方～

　自分を守る方法を知ることは、不
安感を減らし、自信につながります。

「人との距離感」や「嫌なことは「嫌
だ」と言っていい」「SOSを出す」こ
となどのお話と、加害者に狙われに
くい「立ち方・歩き方」「声の出し方」
などの実技を学びます。保護者の方
はご参観ください。
a ７ 月２０日㈯午前１０時～１１時半b市
役所 １ 階市民プラザホールe小学 １
年生～ ３ 年生のお子さんと保護者f
先着１５組（要申し込み）d森山奈央美
氏（NPO法人ライフライツ インパク
ト東京）g無料j ２ 歳から未就学児
の保育あり（先着 ５ 人）、 ７ 月 ５ 日㈮
午後 ５ 時までに要申し込みk ７ 月 １
日㈪午前 ９ 時から申し
込みフォームまたは電
話で男女平等推進セン
ターへl同センター☎
０４２・４７２・００６１

みんなで避難所体験！防災サバイ
バル

　何もない広い空間で、 １ から避難
所を作ってみましょう。
a ７ 月２７日㈯午後 ２ 時～ ３ 時半b生
涯学習センターホールフラットc実
物の避難所テント・トイレ・段ボー

ルベッド・その他生活空間を、みん
なで力を合わせて組み立てます。こ
どもから大人まで楽しみながらでき
る講座ですeどなたでも（未就学児
の方は保護者と一緒にご参加くださ
い）f先着２０人d防災まちづくりの
会・東久留米g３００円h筆記用具k
７ 月 １ 日㈪午前 ９ 時から電話または
直接同センター（第 ４ 月曜日を除く
午前 ９ 時～午後 ９ 時）へl同センタ
ー☎０４２・４７３・７８１１

男女平等推進センター 
＜ハナサクbiz.＞ 
自分のやりたいことを仕事にする

　未来のために、今から行動を起こ
しませんか？起業・複業の基礎知識
やステップを、講義とグループワー
クで学びます。夢を具体化し、将来
の可能性を広げましょう。
a ８ 月 ２ 日㈮午前 ９ 時半～午後 ０ 時
半b市役所 ７ 階７０４会議室e複業・
起業に興味のある女性f先着２０人

（要申し込み）d五十嵐暁美氏（TO 
KYO創業ステーションTAMA プラ
ンコンサルタント、㈱Office Aube
代表取締役）j ２ 歳から未就学児の
保育あり（先着 ５ 人）、 ７ 月１９日㈮午
後 ５ 時までに要申し込みk ７ 月 １ 日
㈪午前 ９ 時から申し込
みフォームまたは電話
で男女平等推進センタ
ーへl同センター☎
０４２・４７２・００６１

普通救命講習

a ８ 月１９日㈪午前 ９ 時半～午後 ０ 時
半bスポーツセンター第一武道場c
心肺蘇生法、AED（自動体外除細動
器）の使用方法、窒息の手当、止血
法e市内在勤・在学（高校生以上）の
方f先着２０人g参加費１,５００円h筆
記用具、室内履きi動きやすい服装
で（スカート不可）j後日、認定書を
発行しますk電話または同センター
窓口でl同センター☎０４２・４７０・
７９００

　高崎市を代表する風光明媚な
観光地「榛名湖」を舞台に、日本
一標高の高い日本陸上競技連盟
公認コースを走るフルマラソン
大会が、 ９ 月２９日㈰に開催され
ます。
　コースは標高１,０００メートル
を超える高地で、高低差のある
周回コース。過酷なレースです
が、美しい榛名湖と豊かな自然を楽しみながら挑戦していただけます。
　また、榛名地域特産の果物や榛名湖マラソンの名物となっているカレ
ーなどを提供するエイドステーションが大変好評です。
　ただいまエントリー受付中で、申し込みは ７ 月２６日㈮までとなってい
ます。
l榛名湖マラソン実行委員会事務局☎０２７・３７４・６７１５

（土曜・日曜日・祝日を除く午前 ８ 時半～午後 ５ 時１５分）
 （高崎市榛名支所地域振興課）

ニュースポーツデー（スポーツ推
進委員運営）

　障がいのある方もない方もだれで
も気軽に楽しめるニュースポーツが
盛りだくさん。空調の効いたなかで
スポーツを楽しみませんか。
a ７ 月１３日㈯午前１０時～午後 ４ 時

（入退場自由。都合のよい時間にど
うぞ）bスポーツセンター第 １ 体育
室cボッチャ、モルック、ミニテニ
ス、ラージボール卓球、ユニカール、
ソフトバレーボール、スカットボー
ル、ネオテニス、輪投げ、リングキ
ャッチ他（はじめての方にも丁寧に
教えますので、気軽にお申し出くだ
さい）g１００円（未就学児無料）h室内
履き（運動靴）j▼ １ 人
でも参加可▼運動がで
きる服装でk当日会場
でl生涯学習課☎０４２
・４７０・７７８４

第５４回ソフトテニス市内団体戦

a ７ 月１４日㈰午前 ８ 時半受け付け
（予備日 ７ 月１５日 ）b市立テニス
コート（西中学校）c一般男子、一般
女子（いずれも ３ 組で １ チーム）e原
則市内在住・在勤・在学・在クラブ
の方g １ チーム３,０００円j市ソフト
テニス連盟主催k ７ 月 ６ 日㈯までに
同連盟・土井☎０４２９・９５・０２１６へ

大人のための健康リトミック

a ７ 月１７日㈬午前１０時からb東部地
域センター講習室c音楽に合わせて
とっさに反応する力や正しい呼吸法、
脳トレ等、人間の本来持っている感
覚を楽しみながら目覚めさせるレッ
スンf先着２５人d林あつ子氏（リト
ミックサークルまめちゃんズ代表）
g５００円（当日集金）h飲み物、タオ
ルi車での来場不可j動きやすい服
装・靴でk ７ 月 ２ 日㈫午前 ９ 時から
電話でl同センター☎０４２・４７０・
８０２０

スポーツセンター 
早朝営業のお知らせ

a ７ 月２２日㈪～ ８ 月１８日㈰c営業時
間▼平日＝午前 ６ 時～午後１１時▼土
曜・日曜日・祝日＝午前 ６ 時～午後
９ 時半lスポーツセンター☎０４２・

４７０・７９００

１０年後も笑顔で暮らす介護予防体操

a ７ 月２９日㈪午前１０時～１１時半b市
民プラザホール（市役所 １ 階）c椅子
に座って行う手軽な体操です。転倒
しない・寝たきりにならない身体づ
くりをここから始めましょうf先着
３０人（要予約）d森永とし枝氏（介護
予防指導員）g２００円（当日集金）h飲
み物、タオルj運動しやすい服装で
k ７ 月 ２ 日㈫午前１０時から電話また
は直接プラザ窓口でl同プラザ☎
０４２・４７０・７８１３

夏季ジュニアテニス（硬式）教室

a ７ 月３０日・ ８ 月 ６ 日・１３日・２０日
（予備日２７日）いずれも火曜日午前 ９
時～１１時（ ８ 時４５分集合）b小山テニ
スコートe市内在住の小学 ３ 年生～
中学 ３ 年生（初心者可、初心者と経
験者はクラス分けします）f４０人g
無料j主催は市体育協会・都スポー
ツ協会、主管は市テニス連盟k ７ 月
１７日㈬までに（消印有効）、往復はが
きに教室名・住所・氏名・学校名・
学年・電話（返信用にも住所・氏名）
を記入の上、〒２０３−００１１、大門町
２ −１４−３７、スポーツ
センター内、市体育協
会事務局宛て郵送を

（電話不可）l同協会事
務局☎０４２・４７０・２７２２

く ら し

特設行政相談　行政に関する困り
ごとはありませんか？

a ７ 月１１日㈭午前１０時～午後 ５ 時
（受付は午後 ４ 時半まで）b東京総合
行政相談所（豊島区南池袋 １ −２８−
１ 、西武池袋本店 ７ 階「行政・法律
・くらしの相談コーナー」）c登記、
労働条件・労災保険、相続、税金、
その他行政等の困りごとについての
相談（先着順、 １ 件当たり原則２０分
以内）g無料j▼参加機関＝東京法
務局、池袋労働基準監督署、弁護士
会、税理士会、関東管区行政評価局
▼主催＝総務省関東管区行政評価局
・東京行政評価事務所k当日会場で

（予約不要）l東京総合行政相談所☎
０３・３９８７・０２２９

過去の開催の様子

第１２回榛名湖マラソン

本市と群馬県高崎市榛名地域
は地域間交流を行っています榛 名 だ よ り

０歳からのプラネタリウム０歳からのプラネタリウム
　いっしょにおほしさまをながめよ
う！赤ちゃん大歓迎！泣いてもOK
！ ０ 歳から ３ 歳くらいのお子さんと
楽しむプラネタリウムです。
a ７ 月１９日㈮午前１０時半～１１時、１１
時半～正午b多摩六都科学館（西東
京市芝久保町 ５ −１０−６４）e ０ 歳～
３ 歳くらいの乳幼児とご家族f先着
２３４人g観覧付入館券（展示室＋プラ
ネタリウム １ 回）１,０４０円（ ４ 歳～高
校生４２０円）i乳幼児をお連れでない
方の観覧はお断りする場合がありま
すk当日開館時よりインフォメーシ
ョンにて観覧券を販売l同館☎０４２
・４６９・６１００

市テニス連盟n

申し込みフォーム

申し込みフォーム

市n
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イベント・講座



（１０面から続く）

和太鼓ワークショップ

　毎月開催している放課後講座の特
別版として、「まろにえ祭り２０２４」内
で和太鼓ワークショップを開催しま
す。ワークショップの成果を最後に
パフォーマンスステージで披露しま
す。
a ７ 月２１日㈰午前１０時～１１時半がワ
ークショップ、午後 １時半頃からが
ロビーパフォーマンス（予定）b生涯
学習センターフラットf先着３０人d
楽鼓g５００円hタオル、飲み物i未
就学児は保護者同伴j動きやすい服
装でk ７ 月 １ 日㈪午前 ９時から電話
または直接同センター（第 ４ 月曜日
を除く午前 ９ 時～午後 ９ 時）へl同
センター☎０４２・４７３・７８１１

夏休み学習室

　夏休み期間中、市民の皆さんの自
主学習の場として、一部の学習室を
開放します。夏休みの宿題や受験勉
強など、小学生から大人までご利用
いただけます。
a ７ 月２３日㈫～ ８月３１日㈯午前 ９時
～午後 ６時　※ ８月２６日㈪は休館。
b生涯学習センター学習室e小学生
以上（一般の方もご利用可。未就学
児の入場不可）g無料i空き状況・
入室者数によっては利用できない場
合があります。利用できる日程の詳
細は、同センターnまたは同センタ
ー内掲示で確認できますk期間中に
直接同センター窓口へ
l同センター☎０４２・
４７３・７８１１（第 ４月曜日
を除く午前 ９時～午後
９時）

夏の昆虫展～多摩の昆虫のむかし
と今～

　「昆虫研究家の北
きた

原
はら

俊
とし

幸
ゆき

氏から市
に寄贈された昆虫標本のうち、多摩
地域を中心によく見られる昆虫を展

示します。昆虫展で撮った写真をＳ
ＮＳに投稿し画面を提示で、北原氏
の著書「多摩の昆虫」または記念カー
ドを差し上げます。
a ７ 月２７日㈯～ ８ 月３１日㈯（日曜日、
祝日を除く）の午前 ９ 時～午後 ４ 時
半bわくわく健康プラザ ２階郷土資
料室j▼展示解説＝ ７ 月２７日㈯、 ８
月１６日㈮、 ８月１７日㈯午前１０時およ
び午後 ３時から北原氏による展示解
説を実施。先着各回１５人k当日会場
でl生涯学習課文化財係（郷土資料
室）☎０４２・４７２・００５１

昨年の展示の様子

東部演芸館「なごえりコンサート」

a ７ 月２８日㈰午後 ２時～ ３時半b東
部地域センター講習室c和／
Nagomiと絵里によるフォークソン
グ＆トーク。あの懐かしのフォーク
と楽しいトークで午後のひと時を癒
されてくださいf先着７０人g５００円
（前売り）i車での来場不可k ７ 月 ２
日㈫午前 ９時から電話または直接同
センター窓口でl同センター☎０４２
・４７０・８０２０

「子どもと大人の体験塾朗読劇」 
参加者募集

　朗読劇のテーマは「戦争と平和」
一九四五年八月のヒロシマ・ナガサ
キの空から現代を考えます。平和学
習と共に本格的な演劇が体験できま
す。プロと一緒に基礎から練習し、
最後はホールで発表しましょう。詳
細は市文化協会nをご覧ください。
a▼練習日（いずれも日曜日）＝ ８ 月
４ 日・１８日・ ９月 １日が午前 ９時～

正午、 ８月１１日・２５日が午後 １時～
４時▼前日リハーサル日＝ ９ 月 ７ 日
㈯午後 １時集合▼舞台発表日＝ ９ 月
８ 日㈰午後 １時集合、最終リハーサ
ル。午後 ６時半舞台発表（本番）b生
涯学習センター他e練習日のうち ３
日以上と前日リハーサル・舞台発表
日に参加可能な市内在住・在学（小
学生以上）・在勤の方d眞

ま

喜
き

志
し

康
やす

壮
まさ

氏（演劇ひろば）g５,０００円（小学生～
大学生２,０００円。親子参加の場合は
こども５００円）i ８ 月 ４ 日（初回）はで
きる限り出席をj主催は同協会、後
援は市k ７ 月１６日㈫までに（必着）、
同協会nまたは郵送（通常はがきに
氏名〈ふりがな〉・年齢〈学生の場合
は学校名と学年〉・住所・電話番号
を記入の上、〒２０３−００５４、中央町
２− ６−２３、生涯学習センター内、
同協会体験塾係宛て）
をl同協会☎０４２・４７７
・４７００（第 ４ 月曜日を
除く、月曜～金曜日午
前 ９ 時～午後 ５ 時）ま
たは眞喜志☎０７０・６４６８・３１７９

お日さまサンサンフェスティバル

　夏休みのイベント「お日さまサン
サンフェスティバル」を開催します。
生涯学習センターにたくさんの遊び
のコーナーを用意して皆さんをお待
ちしています。
a ８ 月２３日㈮▼午前の部＝午前１０時
～正午▼午後の部＝午後 １時～ ３時
（どちらかを選んでお申し込みくだ
さい）b生涯学習センターcユニカ
ール・ボッチャ・人形劇・輪投げ・
つりぼり・音遊び・太鼓、ホールで
は音と光と風船で遊びますe市内在
住で１８歳未満の障害のある方h飲み
物、汗拭きタオルi保護者や施設職
員など、付き添いの方同伴での参加
をお願いします。バスの送迎は行い
ませんk ７ 月２５日㈭までに、電話、
oまたは市文化協会nから申し込み
を。oの場合はイベント名・氏名・

住所・電話番号・年齢・同伴者の氏
名を記入の上、送信を
■ボランティア募集
　同フェスティバルに協力していた
だけるボランティアを募集します。
活動内容は、遊びコーナーでの見守
りなど、こどもたちが安全に楽しく
遊ぶことができるためのサポートで
す。中学生以上であればどなたでも
参加できます。希望する方は、市文
化協会nまたは電話でお申し込みく
ださい。
k同協会☎０４２・４７７・
４７００（o同）。電話の場
合は平日の午前 ９時～
午後 ５時l同協会

ス ポ ー ツ

ジュニアクライミング体験教室

a ７ 月 ２ 日・１６日、
８月 ６日・２０日、
９月 ３日・１７日の
いずれも火曜日午
後 ６時４５分～ ８時
１５分bスポーツセ
ンター第 １体育室
e小・中学生d市山岳連盟h靴下（シ
ューズ貸し出しのため）j主催は都
・都スポーツ協会・市体育協会k当
日会場でl市体育協会事務局☎０４２
・４７０・２７２２

クライミング体験教室

a ７ 月 ９ 日、 ８月１３日、 ９月１０日、
いずれも火曜日午後 ７時～ ９時bス
ポーツセンター第 １体育室cトップ
ロープによるスポーツクライミング
体験e高校生以上のクライミング初
心者f１０人程度d市山岳連盟g５００
円h靴下（シューズ貸し出しのため）
j主催は市山岳連盟k当日会場でl
同連盟・藤重☎０９０・４２４０・６３９３

市民大学中期コース受講生募集
学びを通して暮らしと文化を高めよう学びを通して暮らしと文化を高めよう

a ９ 月 ４ 日～１２月１１日の毎週水曜日
午前１０時～正午b生涯学習センター
他c講義・見学e市内在住・在勤・
在学で、講座に１０回以上出席できる
方f５０人（応募多数の場合は ７ 月２６
日㈮午後 １時半から市文化協会で抽
選）d右表参照g２,０００円（見学参加
費１,０００円などは別途自己負担）h筆
記用具k ７ 月 １ 日㈪～１９日㈮に（必
着）、郵送（通常はがきに住所・氏名
〈ふりがな〉・年代・性別・電話番号
を記入の上、〒２０３−００５４、中央町
２− ６−２３生涯学習センター内、同
協会事務局「市民大学中期コース」係
宛て）または市文化協会nで
■無料公開講座（内容は右表参照）
ab ９ 月１８日㈬、１１月 ６ 日㈬、１１月
２７日㈬j手話通訳ありk当日会場で

市民大学中期コース日程表
回 月日 区分 内容 講師など
１ ９月４日 開講 開講式・オリエンテーション 市民大学運営委員会
２ ９月１１日 講義 地域の神社の昔と今 栗原健人氏（南沢氷川神社宮司）

３ ９月１８日
公開講座
（生涯学習センター
ホール）

天気・気象の最前線～新しい時代の扉が開く～ 田家康氏（日本気象予報士会東京支部長）

４ ９月２５日 講義 パリから駿府へ～渋沢栄一と日本の資本主義～ 渡辺房男氏（歴史小説家）
５ １０月２日 講義 わが体験的ロシア・ウクライナ論 西谷公明氏（エコノミスト、元ロシアトヨタ社長）

６ １０月９日 講義 星を見つめて、憧れて
～星座の話から、アポロ計画まで～

松本考史氏（科学番組プロデューサー、株式会社き
ら代表）

７ １０月１６日 講義 裁判員制度について
～体験！裁判員～ 東京地方裁判所立川支部裁判官

８ １０月２３日 講義・見学
（自由学園）

自由学園の教育と「京都学派」の思想
～戦後「夏期学校」にみる生涯学習の展開～ 田口玄一郎博士（学術）（自由学園最高学部准教授）

９ １０月３０日 見学 西武鉄道　武蔵丘車両検修場＆入間市博物館 市民大学運営委員会

１０ １１月６日
公開講座
（生涯学習センター
ホール）

「自然の中では子供が変わる！」
自然感（観）察のすすめ

岡崎弘幸氏（元中央大学附属中学校高等学校教諭、
日本獣医生命科学大学非常勤講師）

１１ １１月１３日 見学 渋沢栄一記念館＆片倉シルク記念館 市民大学運営委員会
１２ １１月２０日 講義 地域防災力を高める取り組み 土居靖氏（防災まちづくりの会・東久留米代表）

１３ １１月２７日
公開講座
（生涯学習センター
ホール）

友禅染の魅力をもっと身近に～伝統とこれから 石原真理氏（染色作家）

１４ １２月４日 講義 気候変動と自己肯定感 谷口たかひさ氏（環境活動家）
１５ １２月１１日 閉講 意見交換会・閉講式 市民大学運営委員会
※時間は原則午前１０時～正午、見学（第９回・第１１回）は午前８時～午後４時半。
※会場は原則生涯学習センター学習室１・２。第８回は自由学園校内。第３回・第１０回・第１３回は生涯学習センターホール。

l市文化協会事務局
☎０４２・４７７・４７００

市文化協会n

同センターn

市文化協会n

市文化協会n
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児童の居場所づくり事業

　市では、公共施設などを活用して
地域のこども達に健全な遊びを提供
する「児童の居場所づくり事業」を実
施しています。
■野火止地区センター（屋内）
a ７ 月 １ 日㈪午後 １時半～ ４時半
b第一、第二会議室c扇子工作e乳
幼児～小学生
■小山台遺跡公園（屋外）
a ７ 月１３日㈯午前１０時～正午cたの
しいお水遊びe乳幼児～小学生
■本村小学校（屋内）
a ７ 月１６日㈫午後 ４時～ ５時半b体
育館c外国スポーツで楽しもう～モ
ルック～e小学生
■小山小学校（屋内）
a ７ 月２７日㈯午後 １時半～ ４時半b
視聴覚室c扇子工作e乳幼児～小学
生
《共通事項》
g無料hタオル、飲み物。屋内は上
履き、屋外は帽子i▼徒歩か自転車
で来場を▼食べ物は原則持ち込み禁
止▼乳幼児は保護者同伴▼動きやす
い服装で▼内容を変更する場合あり
jプログラムの他にも、年齢に合わ
せた簡単にできる工作や遊びを用意
していますk当日会場でl児童青少
年課児童青少年係☎０４２・４７０・７７３５

図 書 館

７ 月の休館日

　金曜日は全館休館です。中央図書
館は１６日㈫も休館です。
l中央図書館☎０４２・４７５・４６４６

２０２４夏休みシールラリー

　おすすめの本のリストと「シール
ラリーカード」を市内各全図書館で
配布します。たくさん本を借りて読
んだり、イベントやおはなし会に参
加してシールを集めよう。

a ７ 月１７日㈬～ ９月 １日㈰の午前 ９
時～午後 ７時（休館日を除く）e幼児
～小学生l中央図書館☎０４２・４７５・
４６４６、滝山図書館☎０４２・４７１・７２１６、
ひばりが丘図書館☎０４２・４６３・３９９６、
東部図書館☎０４２・４７０・８０２２

展示「東久留米の戦争の記憶をたず
ねて～武蔵野鉄道引き込み線～」

　市民の憩いの道である「たての緑
地（緑道）」には、かつて軍事工場へ
の運搬用に作られた線路がありまし
た。のどかな農村であった久留米村
に押し寄せた戦争を、郷土資料室の
写真や図書館資料などで紹介します。
a ７ 月１７日㈬～ ９月 １日㈰の午前 ９
時～午後 ７時（休館日を除く）b中央
図書館 ２階展示コーナーおよび調査
・資料室l同館☎０４２・４７５・４６４６

下水道ってなんだろう

　水はどこから来てどこに行くのだ
ろうか。映像資料を見ながらお話を
聞き、水の循環について考えます。
a ７ 月２１日㈰午前１０時～１１時半b東
部地域センター １階講習室e小学生
f先着２０人d管清工業㈱の管路管理
総合研究所員i車での来場不可k ７
月 １ 日㈪～２０日㈯に電話または東部
図書館カウンターで（休館日を除く）
l同館☎０４２・４７０・８０２２

よもう！あそぼう！かがくのほん
「せいでんき」

　実験と科学の絵本の読み聞かせイ
ベントです。テーマは「せいでんき」。
静電気ってなんだろう。パチッと体
験しながら学んでみよう。
a ７ 月２８日㈰午前１０時半～１１時半b
中央図書館 １階北開架室e小学生f
先着１５人h筆記用具j協力は科学の
本の読み聞かせの会「ほんとほんと」
k ７ 月 １ 日㈪～２７日㈯に電話または
同館カウンターへ（休館日を除く）l
同館☎０４２・４７５・４６４６

滝山昆虫図鑑

　外で昆虫をつかまえて、図書館の
本で名前や特徴を調べます。
a ７ 月２８日㈰午前１０時～午後 １時b
滝山図書館多目的室（西部地域セン
ター ２ 階）と同センター周辺c座学
と野外体験e小学生（ ３ 年生以下は
保護者同伴）f先着１０人（保護者含ま
ず）d菅谷輝美氏（新河岸川水系水環
境連絡会代表）、佐山公一氏（みずと
みどり研究会事務局長）h虫捕り網、
ルーペ（なくても可）、タオル、帽子、
飲み物i車での来場不可j野外で活
動するため、動きやすく虫刺されを
防止できる服装でk ７ 月 １ 日㈪～２７
日㈯に電話または同館カウンターで
（休館日を除く）l同館０４２・４７１・
７２１６

親子で楽しむ読書感想文

　保護者がこども
にインタビューし
ながら感想を引き
出し、感想文を作
り上げます。
a ８ 月 ４ 日㈰午後 ２時～ ３時半b中
央図書館 １階北開架室e小学 １・ ２
年生と保護者f先着１５組d藤田利江
氏（全国学校図書館協議会学校図書
館スーパーバイザー）h筆記用具、
感想文を書きたい本i必ず保護者同
伴で参加を。感想文を書きたい本を
事前に親子で読んでくださいk ７ 月
１ 日㈪～ ８月 ３日㈯に電話または同
館カウンターへ（休館日を除く）l同
館☎０４２・４７５・４６４６

親子で調べる学習にチャレンジ！

　調べる学習の進め方を親子で学ん
でみませんか。
a ８ 月 ４ 日㈰午前１０時～１１時半b中
央図書館 １階北開架室e小学 １・ ２
年生と保護者f先着１５組d藤田利江
氏（全国学校図書館協議会学校図書

館スーパーバイザー）h筆記用具i
必ず保護者同伴で参加をk ７ 月 １ 日
㈪～ ８月 ３日㈯に電話または同館カ
ウンターへ（休館日を除く）l同館☎
０４２・４７５・４６４６

おもしろいけどちょっぴりこわい 
こわ～いおはなし会

a ８ 月 ４ 日㈰午前１０時～１０時４５分、
１１時～１１時４５分b滝山図書館多目的
室c絵本の読み聞かせやおばけのパ
ネルシアター、関連資料の展示。１１
時の回はより怖い絵本を読みます。
e幼児～小学生（保護者同伴可）f各
回１５人（保護者を除く）i車での来場
不可k ７ 月 １ 日㈪～ ８月 ３日㈯に電
話または同館カウンターへ（休館日
を除く）l同館☎０４２・４７１・７２１６

第 ２ 回　東久留米市「図書館を使
った調べる学習コンクール」

　身近な疑問や不思議に思うこと、
興味があることを図書館で調べて、
分かったことをまとめて作品にしよ
う。
e市内に在住・在学の小・中学生j
詳細は図書館nをご覧くださいk ９
月 １ 日㈰～３０日㈪に作品を各図書館
のカウンターへ持参を（休館日を除
く）。市立小・中学校
の児童・生徒は学校の
担任に提出してくださ
いl中央図書館☎０４２
・４７５・４６４６

文 　 化

プラザ　フリーピアノ

a ７ 月１３日㈯午後 ２時～ ３時b市役
所 １階屋内ひろばc大好評企画の第
６弾。 ６月に続き小学生～高校生が、
フリーピアノに挑戦しますf先着７０
人k当日会場でl市民プラザ☎０４２
・４７０・７８１３
� （ ９面へ続く）

同館n

　令和 ６年度文化芸術振興費補助金を活用し、次の教室を開催します。詳細は下表の実施団体へ
お問い合わせください。
　※開催場所の確保状況により日時・会場が変更となる場合があります。

令和６年度文化庁伝統文化親子教室

教室名（実施団体） 内容 開催日時 場所 対象 定員 持ち物 費用 申し込み

東久留米親子いけばな教室
（東久留米いけばな普及委員
会）

四季の花を用いていけばな
の技術を全８回で体験

８月２４日、９月１４日・２８日、１０月
５日、１１月９日・２３日・１２月１４日
・２１日いずれも土曜日午前１０時～
１１時半

久留米中学校
第３会議室（車での来
場不可）

小学生～高校生
小学４年生以下
は保護者の送迎
が必要

１０人

筆記用具、エプロン、
上履き、新聞紙、ふき
ん

１回１,６００円（花代
・資料費） ７月１日㈪から申し込みフォ

ーム、m（higas ikurume.
dento＠gmail.com）または
o（０４２・４７１・１６１６）で教
室名・氏名・住所・電話番号
・学校名・学年・生年月日（和
暦）を記入の上、東久留米市
文化芸術創造のまち実行委員
会宛て送信を
■創美流華道会館・渡辺
☎０４２・４７１・４０２２

子どもいけばな教室
（創美流鴻

こう
月
げつ
會
かい
）

季節の花をいける楽しみを
全１０回で学ぶ

８月１２日 ・２５日㈰、９月８日㈰
・２９日㈰、１０月１２日㈯・２７日㈰、
１１月１０日㈰、１２月１日㈰・１５日
㈰、７年１月１３日 いずれも午前
９時半～１１時

創美流華道会館
（前沢５−７−２７）

筆記用具、エプロン、
靴下、新聞紙、ふきん

東久留米茶道体験親子教室
（東久留米茶道体験教室実行
委員会）

お抹茶の点て方など茶道の
基本を夏休みに全３日で体
験

８月２日㈮・３日㈯・４日㈰いずれ
も午前１０時～正午

筆記用具、白い靴下、
ベルトまたは腰紐

１,５００円（茶菓代・
資料費）
（全３日分）

東久留米親子茶の湯教室
（茶の湯教室実行委員会）

お抹茶の作法やお点前など
茶道を全８回で学ぶ

８月２５日、９月１日・２２日・１０月
２０日、１１月１０日・１７日、１２月８日
・２２日いずれも日曜日午後１時～２
時半

４,０００円（茶菓代・
資料費）
（全８日分）

東久留米こども日本画教室
（東久留米日本画普及委員会）

全８回でデッサンの基本を
学び、岩絵具を用いた日本
画を実際に描き学ぶ

８月１０日・２４日、９月１４日・２８
日、１０月５日、１１月９日、１２月７
日・１４日いずれも土曜日午後２時～
４時

小学３年生～高
校生
小学４年生以下
は保護者の送迎
が必要

筆記用具、エプロン、
靴下

２,０００円（資料費）
（全８日分）

東久留米お琴体験教室
（東久留米箏

そう
曲
きょく
実行委員会）

お琴の基本を夏休みに全３
日で体験

８月２日㈮・３日㈯・４日㈰いずれ
も午後１時半～３時半 筆記用具、靴下 ５００円（資料費）

（全３日分）

申し込みフォーム
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中央児童館 
中央町１-1０-１1　☎042・476・2161

■おはなし会
a ７ 月 ２ 日㈫・ ９日㈫いずれも午後
３時５０分からc絵本の読み聞かせや
素話などe小学生j協力はおはなし
くぬぎ、中央図書館k当日会場で
■幼児のつどい
ac ７ 月 ４ 日㈭が「七夕かざりを作
ろう、 ７・ ８ 月お誕生日会」、１１日
㈭が「えんにちごっこ」、いずれも午
前１０時半から～１１時半e １ ～ ４ 歳児
と保護者k当日会場で
■バックギャモンの日
a ７ 月１３日㈯
午後 ２時から
c大昔に生ま
れたボードゲ
ームを講師の
先生に教わりながら楽しもう‼e小
学生以上d日本バックギャモン協会
k当日会場で
■なつまつり
a ７ 月１４日㈰午後 １時半～ ３時、午
後 ３時１５分～ ４時４５分の ２部制cゲ
ームやお化け屋敷などe小学生f各
部６０人hチケット、荷物を入れる袋
i▼申し込み開始時点で定員を超え
る申し込み希望者が来た場合は抽選
▼参加には児童館登録が必要です▼
７月１１日㈭から集会室、１３日㈯の午
後から遊戯室が通常利用不可。当日
の通常利用はロビーと乳幼児室のみ
k ７ 月 ３ 日㈬午後 ３時から来館で

けやき児童館 
大門町２-10-５　☎042・474・6653

■幼児のつどい
ac ７ 月 ４ 日㈭が「縁日ごっこ」、１１
日㈭が「 ７ 月・ ８ 月生まれのお誕生
日会と運動遊び」、いずれも午前１０
時半からe １ ～ ４ 歳児と保護者k当
日会場で
■スタンプラリー　in　Ocean
a ７ 月 ７ 日㈰▼ １部＝午前 ９時半～
１１時半（１１時１５分受付終了）▼ ２部＝
午後 ２ 時半～ ４ 時半（ ４ 時１５分受付
終了）c工作やゲーム等、スタンプ
ラリーを楽しもう！e幼児～中高校
生世代f先着２００人程度i参加は １
日 １回まで、用紙が無くなり次第終
了k当日会場で
■おはなしの日
a ７ 月 ９ 日㈫午前１１時～１１時２５分c
絵本の読み聞かせや手遊びなどe乳
幼児と保護者dみくりおはなしの会
k当日会場で
■赤ちゃん広場
a ７ 月１０日㈬午前
１０時半～１１時半c
助産師さんによる
体重測定と育児相
談e ０ 歳児と保護
者dひがしくるめ助産師会k当日会
場で

子どもセンターひばり 
ひばりが丘団地８-11　☎042・464・9300

■利用時間について
　 ７月 ６日㈯の正午～ ７日㈰午後 ６
時は小学生行事のため、利用できな
い部屋があります。
■幼児のつどい
ac ７ 月 ４ 日㈭が「七夕工作・ ７ 月
の誕生日会」、１１日㈭が「新聞紙遊

び」、いずれも午前１０時半～１１時１０
分e １ ～ ４ 歳児と保護者k当日会場
で
■すくすく広場
a ７ 月１０日㈬午前１０時半～１１時半c
赤ちゃんとお母さんの音のコミュニ
ケーションワークe ０ 歳児と保護者
f ８ 組d炭田契恵子氏k ７ 月 ３ 日㈬
午前１０時から電話または来館で
■おはなしの日
a ７ 月１０日㈬午後 ３時４５分からc絵
本の読み聞かせや素話e小学生d水
曜おはなし会k当日会場で
■ひばCAFE
a ７ 月１２日㈮午前１０時半～１１時半c
ひばり保育園の看護師とお話ししま
しょうe乳幼児と保護者f ８ 組k ７
月 ５ 日㈮午前１０時から電話または来
館で

子 育 て
こども家庭センター（滝山ひろば） 
わくわく健康プラザ２階　☎042・420・6743

■本村小・十小なかよし広場
a ７ 月 ５ 日㈮午前１０時～１１時半b本
村小学校相談室cお子さんと遊びな
がら育児の情報交換e乳幼児と保護
者i徒歩か自転車で来場をk当日会
場で
■わくわく赤ちゃん広場
ae ７ 月１０日㈬が「ねんねの会」０～
６ カ月児と保護者、２４日㈬が「はい
はいの会」７～１２カ月児と保護者、
いずれも午前１０時～１１時半c親子の
触れ合い遊び、体重測定、情報交換
f各１０組d助産師または栄養士hバ
スタオルjきょうだいの保育あり
（先着各 ３人）k ７ 月 ３ 日㈬午前１０時
から電話または同センターで
■わくわくおはなし広場
a ７ 月２３日㈫午
前１１時～１１時２０
分b同センター
地域活動室c乳
幼児向けの絵本
の読み聞かせ、
ペープサート・手遊びや親子の触れ
合い遊びe ０ 歳～未就学児と保護者
f１０組k ７ 月 ９ 日㈫午前１０時から電
話または同センターで

地域子育てひろば上の原 
上の原１-２-44　☎042・420・9011

■おはなし広場
a ７ 月 ８ 日㈪午前１１時～１１時半cボ
ランティアによる読み聞かせや手遊
びなどe １ 歳以上の乳幼児と保護者
f１０組k ７ 月 １ 日㈪午前１０時から電
話または同ひろば上の原で
■久留米中なかよし広場
a ７ 月１１日㈭午前１０時～１１時半b久
留米中学校会議室cお子さんと遊び
ながら育児の情報交換e乳幼児と保
護者hスリッパi徒歩か自転車で来
場をk当日会場で

（１２面から続く）

BCG予防接種

a ７ 月１７日㈬bわくわく健康プラザ
e ６ 年 ２ 月生まれの乳児（生後 ６カ
月以上 １歳になる誕生日の前日まで
の未接種の乳児も可）h母子健康手
帳、予診票j日程の都合がつかない
方は、次回 ８月２１日㈬でも接種可k
当日会場でl健康課予防係☎０４２・
４７７・００３０

親子でLet’sクッキング

　親子で野菜を使った料理をします。
a ７ 月１９日㈮午後 １時～ ３時半bわ
くわく健康プラザ調理実習室c親子
で野菜を使った料理づくり、試食、
食育などe ４ 歳～未就学児と保護者
f先着１２組d管理栄養士h申し込み
時にご確認くださいj若干名、下の
子（生後 ５カ月～ ３歳児）の保育あり
（各家庭 １人まで）k ７ 月 １ 日㈪から
市nの申し込みフォームまたは子育
て応援アプリ「くるめ
っこナビ」健康課予約
システムでl同課保健
サービス係☎０４２・４７７
・００２２

らくらく離乳食

　離乳の開始から １歳ぐらいまでの
離乳食の進め方をお伝えします。
a ７ 月２４日㈬午後 １時～ ３時bわく
わく健康プラザc講話と実演の見学、
調理実習e生後 ５カ月
～ １歳未満児の保護者
f先着１０人h申し込み
時に確認してください
j対象児の保育ありk

７ 月 １ 日㈪から市nの申し込みフォ
ームまたは子育て応援アプリ「くる
めっこナビ」健康課予約システムで
l同課保健サービス係☎０４２・４７７・
００２２

イベント・講座イベント・講座
児 童 館

子どもセンターあおぞら 
前沢４-25-８　☎042・471・7071

■幼児のつどい
ac ７ 月 ４ 日㈭が「笹飾りづくり」、
１１日㈭が「えんにちごっこ（ ７月お誕
生日）」、いずれも午前１０時半～１１時
半e １ ～ ４ 歳児と保護者k当日会場
で
■なつまつり
a ７ 月 ７ 日㈰午後 ２時～ ４時半c工
作やおばけやしき、ゲームコーナー
e乳幼児親子～高校生世代i▼ ７月
３日㈬～ ６日㈯は事前準備のため、
集会室の通常利用不可▼準備・片付
けのため当日の通常利用は図書室と
児童室のみk当日会場で
■スポーツで元気
ae ７ 月１６日㈫午前１０時半～１１時が
首が据わったお子さん～ハイハイま
でのお子さん、１１時１５分～１１時４５分
が歩き始めているお子さん、午後 ２
時半～ ３時が幼稚園・保育園に通っ
ている年少年代からc「リーフスポ
ーツ」の体操の先生による簡単な運
動遊びf各１５組h飲み物j動きやす
い服装でk ７ 月 ９ 日㈫午後 １時半か
ら電話または来館で

　排便の回数や便の量が減ってし
まったために「お腹のなかに多く
の便が残ってしまっている状態」
や、便を出すことが容易ではなく、
排便時に痛みを生じたり、いきん
でもなかなか便が出なかったりす
る「便が出にくい状態」を便秘とい
います。そして、便秘が日常生活
に影響を及ぼす症状を引き起こす
場合には、診療や治療が必要とな
るため便秘症といいます。
　小児における便秘症の原因は多
岐にわたります。成人と同様に、
食生活（水分や食物繊維の摂取不
足）や生活環境などが原因となる
こともありますが、乳幼児期の便
秘症は本人の体質によって引き起
こされることが多くあります。ま
た、長期間にわたって便秘症が続
く場合には、便秘症の背景に、直
腸や肛門の奇形、排便に関わる神
経の異常、骨盤内の腫瘍性疾患、
様々な内科的疾患などが隠れてい
る場合もあります。
　太く硬い便を排泄するときには
強く長いいきみが必要になったり
痛みを伴ったりするため、そのよ
うな苦痛をくり返していると、排

便という行為が嫌な体験として子
どもの心に刻まれていきます。そ
うすると、子どもは自然と便の排
泄を回避するようになるため、便
の中の水分がさらに体内に吸収さ
れて、さらに便が硬く変化します。
このように「便秘症がさらに便秘
症を悪くするような悪循環」が小
児期には頻繁に生じます。
　このような悪循環を繰り返すと
治療が長期化することが知られて
います。便秘を学齢期や成人期ま
で持ち越さないためには、低年齢
のうちに、また症状を認めたら早
期に受診することが重要です。ま
た、便秘症が小児の腎臓や膀胱の
疾患を引き起こすこと、成人では
心血管疾患やパーキンソン病など
の発症リスクとなることも知られ
ています。
　毎日便が出ていることと便秘で
ないこととは必ずしもイコールで
はありません。お子さまの排便に
関係する何らかの問題にお気づき
の際には、たかが便秘とは思わず
に、ぜひ小児科の医師にご相談く
ださい。
� （東久留米市医師会）

いきいき健康家族いきいき健康家族
侮るなかれ！子どもの便秘症

No.No.215215いきいき健康家族

市n

市n
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けんこうとイベント・講座は8面まで続きます

広告欄　内容については広告主にお問い合わせください

「東くるめわくわく元気「東くるめわくわく元気pp
プ ラ スプ ラ ス

lus＋lus＋」で健康づくり！」で健康づくり！

休日・準夜間診療 保険証をご持参ください
（保険証がないと自費診療になります）

休日診療（日曜日と祝日の午前 ９時〜正午および午後 １時〜 ４時半）
※混雑状況により受付時間が変更になる場合があります。
内科・ 小児科
※薬の処方は最低限の日数です。受診時は必ず事前に電話でご連絡ください。
７ 月 ７ 日＝石橋クリニック（東本町 ８− ９、☎０４２・４７７・５５６６）
７ 月１４日・１５日＝休日医科診療所
� （滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７３・３６６３）
歯科
７ 月 ７ 日・１４日・１５日＝休日歯科診療所
� （滝山 ４− ３−１４〈わくわく健康プラザ内〉、☎０４２・４７４・５１５２）
休日準夜間診療医療機関（診療科目・時間などは当日事前にご確認ください）
７ 月 ７ 日・１５日＝前田病院（中央町 ５−１３−１４、☎０４２・４７３・２１３３）
７ 月１４日＝滝山病院（滝山 ４− １−１８、☎０４２・４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療
月曜・水曜・木曜・金曜日（午後 ７時半〜１０時２０分）
　＝佐々総合病院（西東京市田無町 ４−２４−１５、☎０４２・４６１・１５３５）
月曜〜金曜日（午後 ７時半〜１０時半）
　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町 １− ７− １、☎０４２・３９６・３８１１）

　「東くるめわくわく元気plus＋」は、健康づくりをお得
に、気軽に行うきっかけづくりになる取り組みです。 ４月
から「東くるめわくわく元気plus＋」ガイドブック（以下ガ
イドブック）をリニューアルしました。ぜひご活用ください。
　※�この取り組みは、市健康増進計画「わくわく健康プラン
東くるめ（第 ２次）」推進体制の一環として実施してきました。この計
画期間が令和 ６年度末での満了に伴い、６年度末で終了となります。

参加方法
　①ガイドブックを読んで健康づくりの目標を選択する
　②目標に ２〜 ３週間取り組み、健康ポイントを貯める
　③�ポイントを貯めた後に「東くるめ元気plus＋カード」を申請（市nか
らも申請可）

　④�市内１００店舗以上の登録店で買い物やお食事後にお得な特典が受け
られるカードを取得（カードの有効期限は ６カ月です。期限が切れ
る ３週間前から再チャレンジできます）

ガイドブック配布場所市役所（屋内ひろば「市内
案内板」、「市政情報コーナー」〈 １ 階〉など）、
健康課（わくわく健康プラザ内）、各図書館、
各地域センター、スポーツセンターなどの市
公共施設、東久留米駅の市情報BOX
　※市nからも取得可。
対象者１６歳以上で市内在住・在勤・在学（サ
ークル活動も含む）の方
カ ー ド 申 請 場 所健康課（わくわく健康プラ
ザ内）または産業政策課（市役所 ６階）
　※市nからも申請可。
l健康課保健サービス係☎０４２・４７７・００２２ ガイドブックの表紙

市n

け ん こ うけ ん こ う

「k
ケ ン コ ム

encom」サービス開始のお知らせ

　１８歳〜７４歳の東久留米市国民健康
保険加入者がご利用いただける健康
情報提供Webサービス「Q

ク ピ オ

UPiO�
P
プ ラ ス

lus」が、次期サービスとなる
「kencom」へ移行しました。Web
からログインしてご利用いただける
他、スマートフォン用のアプリで簡
単に記録をしたり、健康コラムや健
診結果を閲覧することができるなど、
これまで以上に使いやすく便利なサ
ービスとなります。
iQUPiO�Plusへご登録いただいて
いた健診結果および保有ポイントは、
kencomにデータを移行しています。
kencomでは、保有ポイントで交換
いただける商品が変更
となりますl▼保険年
金課☎０４２・４７０・７７３３
▼健康課☎０４２・４７７・
００１３

特定健診・後期高齢者健診・無保
険者健診

　 ７月の受診対象は ７・ ８・ ９月生
まれの方です。ただし、昭和２４年 ６
月生まれの方は、保険証が後期高齢
者医療被保険者証に切り替わった後
の ７月に後期高齢者健康診査として
ご案内しています。生活習慣病予防、
健康の保持・増進や疾病の早期発見
のために健診を実施します。健診内
容や実施医療機関などは、 ６月下旬
に発送した個別通知をご確認くださ
い。大腸がん検診も同時に受診でき

ます。
b市内実施医療機関c診察、身体計
測、血圧、尿検査、血液検査（脂質、
肝機能、血糖など）。今年度の健診
結果などにより貧血、心電図、眼底
検査ありe市内在住で ７年 ３月末時
点の年齢で次の①〜③のいずれかに
該当する方。①特定健診＝４０歳〜７４
歳の東久留米市国民健康保険加入者
②後期高齢者健診＝後期高齢者医療
被保険者③無保険者健診＝４０歳以上
の生活保護受給者等j ６ 年 ３ 月以降
に国民健康保険に加入した方などで、
個別の通知が届かない方は健康課特
定健診係☎０４２・４７７・００１３へ問い合
わせてくださいk直接実施医療機関
へl同係

「愛の血液助け合い運動」実施中

　 ７月 １日〜３１日の １カ月間は、「愛
の血液助け合い運動」月間として、
全国的な献血運動を実施しています。
ぜひ、献血にご協力をお願いします。
l健康課予防係☎０４２・４７７・００３０

子ども相談

a ７ 月 ９ 日㈫午前 ９時半〜午後 ３時
bわくわく健康プラザ相談室 ２cお
子さんの成長や発達、ことば、話し
方、育児疲れなどの相談を心理相談
員がお受けしますe幼児と保護者
kl電話で健康課保健サービス係☎
０４２・４７７・００２２へ

すくすく子育て相談

a ７ 月１２日㈮午前 ９時半〜午後 ２時
bわくわく健康プラザ
c育児の相談、身体測
定e乳幼児と保護者k
市nの申し込みフォー
ムまたは子育て応援ア

プリ「くるめっこナビ」健康課予約シ
ステムでl健康課保健サービス係☎
０４２・４７７・００２２

はじめてのはみがき 
“歯っぴーベイビー”

a ７ 月１６日㈫午前１０時〜１１時半（ ０
歳児クラス）bわくわく健康プラザ
講堂c歯の手入れ方法、むし歯予防、

親子遊びなどe満 ７カ月〜１１カ月児
と保護者f先着１５組（初めての方を
優先）h母子健康手帳
・歯ブラシk ７ 月 １ 日
㈪から市nの申し込み
フォームでl健康課保
健サービス係☎０４２・
４７７・００２２
� （１１面へ続く）

市n

市n

市n

〈今月の月間・週間案内〉“社会を明るくする運動”強調月間、青少年の非行・被害防止全国強調月間、海の事故ゼロキャンペーン（16日〜31日）、川の日（７日）

12

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

6．7．1

◎ご意見箱設置場所
　市役所１階屋内ひろば、上の原・ひばりが丘
・滝山の各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　☎・FAX042・472・1131（夜間・休日のみ）
◎ホームページ（https://www.city.higashik 
urume.lg.jp）のご意見箱（「東久留米市につい
て」「広報・広聴」「声をお聞かせください」から）

➡市政へのご要望・ご意見はこちらへ

東久留米市プロモーション動画

市公式X 市公式Facebook

行政情報アプリ　マチイロ市公式動画チャンネル

けんこう
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